
平成23年11月宮崎県定例県議会

厚生常任委員会会議録

平成23年12月７日～８日

場 所 第１委員会室



- 1 -

平成23年12月７日（水曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成23年度宮崎県一般会計補正

予算（第３号）

○議案第７号 宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する

条例

○議案第８号 宮崎県障害者施策推進協議会条

例の一部を改正する条例

○議案第９号 ふぐ取扱条例の一部を改正する

条例

○議案第10号 宮崎県認定こども園の認定基準

に関する条例の一部を改正する

条例

○議案第11号 宮崎県感染症対策審議会条例の

一部を改正する条例

○議案第18号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○議案第19号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○議案第20号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○議案第36号 平成23年度宮崎県一般会計補正

予算（第４号）

○請願第８号 災害時などにおける妊婦と胎児

に対する支援の充実に関する請

願

○請願第９号 消費税によらない最低保障年金

制度の創設を求める請願

○請願第10号 無年金・低年金者への基礎年金

国庫負担分3.3万円の支給を求め

る請願

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

○福祉保健行政の推進並びに県立病院事業に関

する調査

○その他報告事項

・県立病院事業の平成23年度上半期の業務状況

・「地域の自主性及び自立性を高めるための改

革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律」の成立に伴う福祉保健部の取り組み

について

・宮崎県高齢者保健福祉計画（案）について

出席委員（８人）

委 員 長 黒 木 正 一

副 委 員 長 重 松 幸次郎

委 員 中 村 幸 一

委 員 井 本 英 雄

委 員 十 屋 幸 平

委 員 清 山 知 憲

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 太 田 清 海

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

病院局

病 院 局 長 甲 斐 景早文

病 院 局 医 監
豊 田 清 一

兼 宮 崎 病 院 長

病 院 局 次 長
佐 藤 健 司

兼 経 営 管 理 課 長

県 立 日 南 病 院 長 長 田 幸 夫

県 立 延 岡 病 院 長 楠 元 志都生

県立宮崎病院事務局長 古 賀 孝 士

県立日南病院事務局長 勢 井 史 人
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県立延岡病院事務局長 工 藤 良 長

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

福祉保健部次長
田 原 新 一

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
橋 本 憲次郎

(保健･医療担当)

こども政策局長 村 岡 精 二

部 参 事 兼
阿 南 信 夫

福 祉 保 健 課 長

医 療 薬 務 課 長 緒 方 俊

薬 務 対 策 室 長 岩 﨑 恭 子

国保・援護課長 永 友 啓一郎

長 寿 介 護 課 長 大 野 雅 貴

障 害 福 祉 課 長 野 﨑 邦 男

就 労 支 援 ・
中 西 弘 士

精神保健対策室長

部 参 事 兼
船 木 浩 規

衛 生 管 理 課 長

健 康 増 進 課 長 和 田 陽 市

感染症対策室長 日 高 政 典

こども政策課長 川 野 美奈子

こども家庭課長 古 川 壽 彦

事務局職員出席者

政策調査課主幹 坂 元 修 一

議 事 課 主 査 佐 藤 亮 子

○黒木委員長 それでは、ただいまから厚生常

任委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付いたしました日程案のとおりでよ

ろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時１分再開

○黒木委員長 委員会を再開いたします。

本委員会への報告事項についての説明を求め

ます。なお、委員の質疑は、執行部の説明がす

べて終了した後にお願いいたします。

○甲斐病院局長 おはようございます。病院局

から11月定例県議会にお願いしております議案

はございませんが、その他の報告事項として１

件御報告案件がございます。

その説明の前に、資料はございませんが、来

年度の県立病院の臨床研修医について１点御報

告をさせていただきたいと存じます。

来年度の県立病院の臨床研修医につきまして

は、10月のマッチングにおいて県立宮崎病院の

８名となりましたことは御承知のとおりでござ

いますが、その後、３県立病院とも２次募集を

行いましたところ、宮崎病院に１名、延岡病院

に１名、計２名の応募がありまして、各病院に

おける選考の結果、両名ともこのほど採用決定

をいたしたところでございます。これによりま

して、延岡病院においては平成20年度以来４年

ぶりの採用となりますし、県立病院全体の研修

医の数は、宮崎病院が９名、延岡病院が１名の

合計10名となりまして、新しい臨床研修制度が

開始されました平成16年度以降で最多というこ

とになりました。臨床研修医につきましては以

上でございます。

それでは、その他の報告事項につきまして御

説明いたします。

県立病院事業の平成23年度上半期の業務状況

についてでございます。今年度の上半期の状況
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でございますが、その概況を申し上げますと、

患者の動向といたしましては、入院患者数はや

や減少いたしまして、外来患者数は増加をいた

しております。また、収支の面におきまして

は、昨年の上半期と比較いたしましてほぼ横ば

いの収支状況となっているところでございま

す。今回の上半期の状況につきましては、その

内容を十分に分析いたしまして下半期につなげ

てまいりますとともに、病院局職員一丸となっ

てより一層の経営改善に努めてまいりたいと考

えております。なお、詳細につきましては、佐

藤次長より説明をさせていただきますので、よ

ろしくお願い申し上げます。

私からは以上でございます。

○佐藤病院局次長 病院局次長の佐藤でござい

ます。

それでは、平成23年度の上半期の県立病院事

業の業務状況につきまして御報告をさせていた

だきます。お手元に配付の常任委員会資料の１

ページをお願いいたします。

まず、１の業務の概況について御説明いたし

ます。

初めに、（１）の患者の概況でございます

が、平成23年度の上半期における利用患者数

は、延べ入院患者数が17万3,077人、延べ外来患

者数が17万6,945人で、前年度の上半期と比較い

たしますと、入院が4,659人､2.6％の減、外来が

１万5,197人、9.4％の増となっております。次

に、延べの入院患者数でございますが、一般診

療科が16万8,474人、精神科が4,603人で、前年

度の上半期と比較いたしますと、一般が4,114人

の減、精神が545人の減となっております。病床

利用率については全体で77.7％、うち一般病床

が78.4％、精神病床が59.9％となっておりま

す。

病院ごとの延べ入院患者数の状況については

下の表に示しておりますが、宮崎病院につきま

しては、一般診療科７万1,160人で、前年度の上

半期と比較しますと92人の増、精神医療センター

分は4,603人で545人の減となっておりまして、

病院全体では入院患者数が７万5,763人で、前年

度に比べまして453人の減となっております。一

般診療科につきましてはほぼ前年度と横ばいの

状況でございますが、精神医療センターにつき

ましては、平成21年４月の開設から３年目を迎

え、急性期を過ぎた患者の入院治療から外来治

療への移行が進んできたことなどが、入院患者

の主な減の要因であると考えております。

次に、延岡病院につきましては、入院が５

万6,541人で、前年度に比べまして2,908人の減

となっております。これは、ＤＰＣ、いわゆる

包括請求方式の推進に伴いまして、患者の診療

計画の見直しを行った結果、平均在院日数の短

縮が図られたこと、また、がん治療の化学療法

について、対象の患者を入院診療から外来診療

に移行したこと等によって入院患者数の減少に

つながったものと考えております。

次に、日南病院につきましては、入院が４

万773人で、前年度の上半期に比べまして1,298

人の減となっております。入院患者の減少の理

由につきましては、新規患者の減少もございま

すが、診療科によっては、ＤＰＣの推進による

平均在院日数の短縮が図られたことなどが主な

原因ではないかと考えております。

次に、イの延べ外来患者数でございますが、

一般診療科が17万1,191人、精神が5,754人と

なっておりまして、前年度の上半期と比較いた

しますと、一般診療科が１万4,194人の増、精神

が1,003人の増となっております。病院ごとの延

べ外来患者数の状況について下の表に示してお
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りますけれども、外来患者数につきましては、

３病院ともに増加いたしております。その増加

の要因といたしましては、３病院とも、地域医

療機関との連携が着実に進んだことによりまし

て、紹介患者の数が安定的に増加していること

に加えまして、入院患者数の際に御説明いたし

ましたが、ＤＰＣを推進しまして患者の診療計

画の見直しを行っておりますけれども、入院さ

れる患者について、入院の前の必要な検査を外

来診療で行うことや、がん治療等の化学療法に

ついて、対象の患者を入院診療から外来診療に

移行したこと等によりまして、外来患者数が増

加しているものと考えております。

次に、（２）の職員の状況でございます。９

月30日現在で病院事業全体の職員数は1,333人

で、前年度と比べまして10名の増となっており

ます。内訳を見ますと、医師が176名で前年度と

比べまして２名の増となっておりますが、これ

は病院全体で４名が退職し、６名を新たに採用

した結果でございます。また、表の中ほど、看

護師でございますが、10名の増となっておりま

す。これは産休及び育休の取得者が平均して月

に100名ほどいることから、その補充のために増

員をしていることによるものでございます。

次に、２ページをお開きいただきたいと思い

ます。２の経理の状況でございます。

まず、（１）の収益的収支、いわゆる単年度

の収支の状況についてでございますが、表の縦

軸には病院ごとの22年度及び23年度の上半期の

金額と増減の状況を、表の横軸には収益及び費

用、そして一番右側の欄に差し引き収支を記載

いたしております。なお、表の下の欄外の米印

の２に書いておりますけれども、病院事業会計

におきましては、収益のうち一般会計からの繰

入金―これは収益的収支の場合、年間約39億

円、ございますが―そのうちの７割を上半期

の収入として受け入れております。一方、支出

のうち退職給与金等の費用につきましては、年

度末に集中して支出されることから、単純に経

理上の収入支出額を計上いたしますと、上半期

は大幅黒字でも下半期においては一転して赤字

という結果になりまして、年間を通じた経営実

態がわかりづらいものとなります。そういうこ

とから、経営実態をよりわかりやすくするため

に、これまでと同様に、上半期決算において

は、一般会計繰入金や退職給与金などについて

は年間予算額の２分の１を計上することといた

しております。こうした考え方に基づきまして

調整を行いました結果、23年度上半期の差し引

き収支は３億1,500万円余の赤字となりまして、

前年度上半期と比較いたしまして270万円余の収

支改善となったところでございます。

病院別では、宮崎病院が収支差が900万円余の

黒字となりまして、前年度に比べ3,700万円余の

収支改善が図られております。これは患者１人

当たりの入院単価の増及び外来患者数の増によ

り、診療収入が伸びたことによるものでござい

ます。

次に、延岡病院につきましては、収支差が１

億7,700万円余の赤字となりまして、前年度と比

べますと2,800万円余の収支悪化となっておりま

す。これは、入院患者数の減による診療収入の

減と、費用面においては、特に代替性のない高

額な抗がん剤などの使用が増加したことによる

材料費の増加などが原因と考えております。

次に、日南病院につきましては、収支差が１

億4,600万円余の赤字となりまして、前年度と比

べて約500万円余の収支悪化となっております。

この要因につきましては、入院患者数の減によ

る診療収入の減が主な要因であると考えており
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ます。

次に、３ページをごらんください。（２）の

収益的収支の状況でございます。まず、収入で

ございますが、上半期の収入といたしまして

は、一般会計負担金の５億6,800万円余のみと

なっております。なお、企業債につきまして

は、例年、年度末に借り入れを行う関係で上半

期に金額の計上はございません。次に、支出の

欄でございますが、建設改良費の３億1,000万円

余につきましては、９月末までに医療器械の購

入等が完了し、支出済みの金額であります。ま

た、企業債償還金につきましては、12億2,300万

円余を９月償還分として支出したところでござ

います。

次の（３）の損益計算書につきましては、年

度の途中経過でございますので、説明は省略い

たしますが、23年度の上半期の収支差、３

億1,500万円余の純損失を記載いたしておりま

す。

次に、４ページをお開きください。23年９月

末現在の貸借対照表でございますが、この貸借

対照表につきましても年度の途中経過でござい

ますので、説明は省略させていただきます。

次に、５ページをごらんください。（５）借

入資本金等の状況でございます。

まず、アの借入資本金のうち（ｱ）企業債明細

表であります。償還額の当年度の欄の一番下の

計をごらんいただきますと、先ほどの資本的収

支で計上しておりましたが、９月に償還しまし

た12億2,300万円余が償還額でございまして、こ

の結果、未償還残高が292億8,100万円余とな

り、これまで計画的に償還を進めてまいりまし

た結果、ようやく未償還残高が300億円を下回っ

たところであります。

次に、（ｲ）一般会計借入金でございますが、

これは、昭和45年度から平成２年度までの間

に、当時の資金不足を補うため一般会計から借

り入れたもので、上半期においては償還を行っ

ておりませんので、未償還残高は６億9,500万円

余となっております。

なお、次のイ、固定負債の一般会計借入金及

びウの流動負債の一時借入金につきましては、

該当はございません。

以上が上半期決算の概要でございますが、23

年度上半期の結果を前年度と比べますと、収支

差はほぼ横ばいとなっておりますが、昨年度

は、年度の下半期に患者数や診療収入が大きく

増加しており、そのことを考慮すれば、大変厳

しい状況にあるのではないかと認識をいたして

おります。今後は、これまで取り組んできまし

た収益確保と経費節減の取り組みをさらに徹底

強化いたしますとともに、特に地域との連携に

よる紹介患者の確保に努めるなど、経営改善に

向けて、職員が一丸となりまして全力で取り組

んでまいりたいと考えております。

説明は以上でございます。

○黒木委員長 執行部の説明が終わりました

が、報告事項について質疑はありませんか。

○徳重委員 入院患者は若干減っている、外来

はふえているという状況のようでございます

が、入院患者なり外来患者なりのうち、一般病

院からの紹介患者の割合というのはどれぐらい

になっているものでしょうか。

○佐藤病院局次長 紹介率という出し方がござ

いますけれども、延岡病院が９割を超えており

ます。宮崎が54％、日南が４割程度でございま

す。

○徳重委員 延岡の場合は９割ということは、

ほとんどが病院の紹介という理解でいいわけで

すね。それと、県立病院と一般病院との、紹介
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はもちろんのことですが、病院間の連携という

んですか、話し合いというか、そういう交流と

いうのが定期的になされているものでしょう

か。それとも、ただ紹介というだけの話なんで

しょうか。それぞれの開業医の先生方と県立病

院との連携というのはどういう形でされている

ものでしょうか。話し合いなり何かがあるもの

でしょうか。

○豊田病院局医監兼宮崎病院長 当院について

御紹介しますが、まず一つは、幾つかの診療科

で定期的に開業医の先生方とカンファレンス、

いわゆる症例検討会等の取り組みをしておりま

す。それから、１月には、開業医の先生方に御

案内して、皆さんで集まっていただきましてい

ろんな発表会をやりまして、その後に懇親会み

たいな意見交換会をやっております。そこに医

師会の先生方がかなりお見えになっておりま

す。もう一つは、地域連携ということで、ドク

ターと看護師等が病院を回ったりしておりま

す。そういう取り組みをやっております。

○徳重委員 それぞれ教えていただくとありが

たいんですけど、日南、延岡。

○楠元延岡病院長 現在、延岡病院は地域医療

支援病院になっていまして、その中の規定で、

地域医療支援委員会―うちの病院と医師会と

保健所、あと薬剤師会でしょうか、そういう６

～７名の委員から成る委員会―を年に３回か

４回行って意見交換をしております。当院の患

者さんの紹介率が昨年が96.4％、当院から地域

の医療機関に返す逆紹介率が49.7％と、数を見

ると、地域との関係はある程度できているので

はないかと思っております。それ以外に科ごと

の研究会も行われております。

○長田日南病院長 日南地区は、公式な集まり

―いわゆる医療機関と行政、消防とか含めた

もの―が２つあります。それと精神医療を含

めると３つ、年３回の大きな会合があります。

小さな集まりは個々にカンファレンスなり医師

会の集まりのいろんな会があって、その辺でい

ろいろお願いしています。うちは地域支援病院

の資格を取ろうと思ったんですが、紹介率が40

何％でちょっと大変なので。それも、どうもう

ちをかかりつけ医として来るような患者さんが

多いので、紹介してもらうというキャンペーン

をやろうと思っているんですが、患者さん自身

が、開業医に悪いから黙って来たという姿勢が

結構多いんです。その辺は意識を変えなきゃい

けないと思っています。

○十屋委員 昨年、診療報酬の改定とかあって

大きく収益も上がって、いろいろこうやって出

てきたんですが、昨年度上半期と横ばいだとい

うことで、下半期に入ってきたときに、今、患

者数の減とか、いい方向ではあると思うんです

けど、そういう意味からすると、先ほどの説明

の最後のところで、これからいろんな節減をし

ていかなきゃいけないと。そうしたときに、片

方では収益を上げにゃいかん、片方では経費を

減らさにゃいかんということで、下期はどう取

り組まれるのか、その考えがあればお聞かせく

ださい。

○佐藤病院局次長 これまでもいろんな取り組

みをしてまいりましたので、これというポイン

ト的なものはございませんけれども。例えば県

立３病院とも病床利用率は７割台でございます

ので、病床利用率を上げると。一方で、ＤＰＣ

で在院日数が短くなる関係で逆に回転率を上げ

ないと収益が上がらないということで、これは

今までもそれぞれの病院で頑張っていただいて

いますから、簡単にはいかないと思いますが、

そのあたりのベッドの回転率を上げるというの
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が収益のほうでやはり考えるべきことでしょう

し、費用のほうは、上半期を見ますと材料費が

かなり伸びております。その要因は、１本50数

万するような高額な抗がん用の注射薬といった

ものを患者さんのために使うわけです。あるい

は診療材料についても高いものがどうしても出

回ってまいりますし、それについて値下げ交渉

もするんですけど、なかなか下がっていない。

これを下げる努力を引き続きしていかないとな

かなか厳しいかなと。収益向上と費用削減とい

うものをさらに徹底していく。それを院内それ

ぞれの職種で知恵を出していっていただくとい

う、総力戦でいくしかないのかなというふうに

考えております。

○十屋委員 ジレンマで、片方は病床率を上げ

なきゃいけないし、高額材料はお医者さんのた

めには使わにゃいかんということで、そのあた

りが非常に悩ましいところなのかもしれません

けれども、当然、注射が１本50万しようが患者

さんのためには使わざるを得ないというのは譲

れないところだと思うんです。そこで、昨年か

らありますように、施設基準でとれるようなも

のはもうないんですか。いろんな取り組みをさ

れていると思うんですけど。

○佐藤病院局次長 昨年度伸びた要因で、49ほ

ど施設基準をとりました。とれるところはとっ

ております。あと、例えば人をふやすことで上

のランクの施設基準がとれると。診療報酬の上

のランクがとれると。例えば理学療法士を１人

ふやせば上のランクに上げられるというものは

一部にございますので、そういうものをより詳

細に要望等を病院からいただいて、具体的増員

配置と―理学療法士の試験もこの前実施しま

したが、そういった職種の増員をすることで上

のランクの診療報酬をいただけるような体制整

備というものがあるのかなというふうに思って

おります。

○十屋委員 施設基準をとっていったときに人

数をふやさなきゃいけないというのは、３病院

それぞれ違ったものがあると思うんですけど、

日南にしろ、延岡にしろ、とっていこうとした

ら、今言われた理学療法士とかそういう方々を

ふやすということですか。ふやしていったほう

がいいと判断されるわけですか。

○佐藤病院局次長 おっしゃるとおり、病院に

よって状況は違いますので、病院のほうから要

望をいただいて、ある病院では理学療法士、あ

る病院では作業療法士という職種をふやすとい

う前提で、先月は選考試験もしました。そうい

うことを一つ一つ積み重ねるしかないのかな

と。参考までに申し上げますと、循環器の手術

等をされる際にドクターの補助をされる臨床工

学技士がおられますけれども、この職種も７月

に試験をしまして、11月に２名、来年４月に１

名増員配置しようということで計画しておりま

す。そういったことをいろんな職種で積み重ね

ていくことが今必要かなというふうに考えてお

ります。

○中村委員 皆さんの御努力で研修医の皆さん

方が倍増したということで、非常に大変な仕事

をしていただいたと思っていますが、延岡病院

の院長先生、今度研修医が１人入るわけです

ね。今まで研修医の実績がなかったわけでしょ

うけど、宮崎病院みたいにまとまった数じゃな

くて１人受け入れるというのは、研修医の扱い

方は万全にできているものでしょうか。

○楠元延岡病院長 ただいまの研修医のことで

すが、研修医の形としては、基幹型と協力型と

いう２つの形がございます。今回１名応募して

きた―これは国家試験に通らないとこちらに
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は来られないかと思いますけれども、これは基

幹型ということです。当院では以前に基幹型で

１名受け入れていまして、今は終わっているん

ですけど、これが２名目になるということで

す。一方、協力型は、ことしが13名、去年が24

名、その前が18名ですか、そういうふうに協力

型としては結構数が来て、一緒に研修をやって

いますので、今回新しく１人が来たからといっ

て問題点というのは特別ないかと。今までの協

力型と同じように基幹型の医師も一緒に仕事が

できるのではないかと思っております。

○中村委員 基幹型と協力型というのは、具体

的にどういう線引きというか、どういう状況に

あるわけですか。

○楠元延岡病院長 基幹型というのは、基本的

にそこの施設に２年間ずっといる。協力型とい

うのは、うちの病院でしたら宮崎大学とか熊本

大学から―熊本だと例えば１年間だけ研修す

る。宮崎だと１年じゃなくて月単位になります

けれども、何カ月間か当院で研修する。その中

で、例えば救急を３カ月間研修するとか小児科

を何カ月間研修する。そういうふうな形で、

ずっとそこでやるのか、いろんな協力病院を回

る形で研修するのか、そういう違いがあろうか

と思います。

○太田委員 １ページのところ、延岡病院の件

なんですが、特徴的に入院患者が減って外来が

ふえているという状況がありますね。説明され

たときに、ＤＰＣの見直しとか在院日数の関

係、がん患者の関係とかで移行しましたという

ことですから、延岡市民・県民が健康になって

外来のほうに移ったんだということで評価すれ

ば、非常にいいなというふうに思うんですが、

ちょっと気になるのは、本当は入院したいんだ

けれども、実際入院できなかったという雰囲気

があるとするならばまずいのかなと思って。入

院患者が減ったという意味では３つの説明をし

ていただきましたけど、私が言ったように、本

当は入院すべきなんだけど入院できないという

ような雰囲気というのはないんですか。そうい

う分析はこの中にはないんですか。

○楠元延岡病院長 入院を減らせというふうな

話は院内では特別していませんので、本当に入

院が必要な患者を拒否しているということはな

いと思います。実際、昨年が紹介患者数が8,700

名、ことしの半期が4,600名ということで、どち

らかといったら紹介患者数は少しふえている。

余り変わらない状況かなということで、特別入

り口を減らしてやっているということではござ

いません。

○太田委員 わかりました。それで、入院患者

が減っていることで３つの説明があったんです

が、がん患者の関係で今説明があったのは、外

来のほうに移行しましたということです。もう

一回説明してもらえますか。どういう意味なの

か。

○楠元延岡病院長 がんの化学療法の患者につ

いて、外来化学療法という形をとろうとして、

入院中に一度抗がん剤を投与して特別問題がな

ければ外来で化学療法をやると、そういう内容

でございます。

○太田委員 先ほど説明があったように思うん

ですが、２ページの収益のところで、延岡病院

の医業外収益―これは前期と後期、通年を見

ないとわからないと思うんですけど―が2,700

万近く減になっているということです。これも

がん患者の説明であったのかなと思いました

が、医業外収益の減はどのように説明されまし

たか。

○工藤延岡病院事務局長 医業外収益の中身
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は、室料とか保険料とかいろいろございます。

そういう関係で、入院患者が減ったので室料も

下がりますし、病気によっては保険を掛けな

きゃいけないんですけど、そういうもので減り

ます。もう一つは、繰入金も若干減ってきてい

るということで、特段これが減ったからという

ようなものはございません。

○太田委員 わかりました。そんなに気にする

ことではないと思いますが、３ページの損益計

算書に医業外収益というのがあったりするもの

ですから、この中のどの項目なんだろうかなと

いう気もしたんですが、2,000万の範囲内ですか

ら、とりたてて気にすることはないと思います

けど。延岡市民がだんだん健康になっているん

だというところも理解いたしまして、来年１名

ふえるということですから、１人ふえれば１億

円の収益はあるというふうにも聞いております

ので、来年度にも期待しながら、ことしは通年

にして大変だろうなと思いますけど、頑張って

いただきたいと思います。

○清山委員 研修医の２次募集で２名追加が

あったのはとても明るいニュースだなと思いま

す。計10名ということで一番多いと思うんです

けれども、この２名というのは県内の方です

か。答えられるのであればお伺いしてみたい。

○豊田病院局医監兼宮崎病院長 県外です。

○清山委員 10名ですけれども、医師国家試験

の合格率は８割から９割で毎年１～２名は脱落

があるので、こうした方々が来年就業されるこ

とを期待しておりますけれども。研修熱心なと

ころでは、内定が決まってから来年の４月の就

業するまでに、さまざまなコンタクトをとられ

たり、いろんな資料を送られたりというふうに

―私自身も内定が決まった瞬間にさまざまな

資料をいただいて、４月に向けて意識が高まる

部分もあったので、そういった意味でアフター

ケアみたいなことができるのであれば、そうし

た努力もしていただきたいなと思いますし、延

岡の寺尾先生なんかの御努力もあったのかなと

思って喜んだ次第でございます。

収益について質問なんですけれども、先ほど

十屋さんから質問があったところで、病床利用

率77.7％というのは―非常にアクティブで元

気のいい病院なんかは、極端な例かもしれませ

んけど100％近い病床利用率があったりするわけ

で、ここは伸ばす余地はあるのかなと思います

が、これは医療現場の負担とトレードオフとい

うか、負担もふえるし、その兼ね合いもあると

思います。宮崎病院と延岡病院でまた事情が違

うと思うんですが、例えば宮崎病院と延岡病院

で病床利用率はどういうふうになっているの

か、わかれば教えていただきたいんです。

○豊田病院局医監兼宮崎病院長 当院が４月か

ら９月までが75.3％―これは精神医療センタ

ーも含めた数でございます。ですから、一般診

療科についてはもう少し高い利用率になります

が、そういう状況でございます。

○楠元延岡病院長 細かい数字は今持ってきて

おりませんが、資料にございます23年度の５

万6,541名というのは、現在、386名で稼働して

いますので80.5％になっています。22年度は84.6

％ということで、80％前後で実際今稼働してい

るかと思います。この数字はそんなに多い数字

ではないので、もっと使いたいと私も思うんで

すが、医師の問題、看護師の問題等々ございま

す。長期的にはもっとふやしていきたいという

前提で職員一丸で頑張っているところでござい

ます。

○清山委員 ２ページの収益、費用をそれぞれ

見ますと、去年と比べて、延岡病院は20万円の
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費用増でほとんどコストは変わらず、日南病院

は2,500万円以上費用を減らす努力をされている

にもかかわらず、差し引きというのは悪化して

いるということで、この収益の部分というのは

非常に大きいところなのかなと。コスト削減と

いうのは、乾いたぞうきんを絞る部分もあるの

かなと想像します。ただ、延岡病院の場合は、

休診中の診療科もあるわけで、病床利用率80.5

％をもっと上げろということはなかなか言いに

くいんですけれども、宮崎の場合は予想よりも

若干低い数字なのかなとも思ったんですが、こ

の辺の病床利用率に関して院長のお考えとかお

伺いできればと思うんです。

○豊田病院局医監兼宮崎病院長 おっしゃると

おり低い数字だと思います。一つは精神医療セ

ンターの部分もございますので、こちらが68.7

％、９月はそういう状況でございます。もう一

つは、我々は今、80％を目標でやっておりま

す。先ほど紹介率の点なんかも話題になりまし

たが、紹介率を上げるということが必要かなと

思います。ただ、ＤＰＣが入っておりますの

で、ここは非常に難しいといいますか、在院日

数を短くするとどうしても病床利用率が落ちて

くる。在院日数を長くすると病床率は上がりま

すが、収益率は落ちてくるという状況でござい

ます。そのあたりのところが病院としてはなか

なかかじ取りが難しいところですが、目標は80

％と私は認識しておりますので、それに向かっ

ていろんな対策をとっていきたいと思っており

ます。一番は新規入院患者をふやすということ

だと思っております。よろしいでしょうか。

○清山委員 ＤＰＣの関係で入院期間が短くな

れば、確かに退院していくんですけれども、そ

の分、回転を上げるというか、新規の入院患者

さんが常にいる状況であれば病床利用率も上

がっていくのかなと。実際、非常に忙しい病院

というのは、むしろある程度落ちついている入

院患者さんが追い出されるぐらいの状況もある

ので。ただ、私もあまり現場をむち打つつもり

はないんですが、質問でちょっと話題にしまし

たけれども、延岡、日南に比べて、ある程度医

師の最低目標は達成されている宮崎病院として

は、80％以上を目指してもいいのかなと。今、

救急の先生もおられないので、看護師さんも含

めて医療従事者をふやして、病床利用率の増加

や収益増加につなげていただきたいと思いまし

た。

○徳重委員 研修医の方がたくさんおいでに

なったということは非常にありがたいことで大

変うれしく思っていますが、研修医の皆さん方

が生活される場所―沖縄の中部病院でした

か、病院に隣接して個室が準備されていたんで

すが、宮崎の場合はどういう形になっているん

ですか。

○豊田病院局医監兼宮崎病院長 宮崎の場合は

研修医の宿舎というのはございません。住居手

当という部分で補っていまして、それである程

度は支援している状況です。マンションとかそ

ういうのは、研修医の希望にあわせてできるだ

け近いところを紹介したりしております。研修

病院で施設を持っておられるところもあります

し、借り上げとかそういうところはあります

が、今のところ、若干変動もしておりましたの

で、官舎というのは準備はしておりません。

○徳重委員 沖縄の中部病院に行ったときに、

院長先生から、救急患者が入った場合やいろん

なケースがあるわけですが、そのときに声をか

けたら研修医の先生方がみんな集まってきて勉

強してくれておると。いろんな勉強ができる

と。同じ場所にいらっしゃるということですぐ
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集まってくる。だから、うちは研修医は選考し

なければいけないぐらいたくさんおいでになる

んだというようなお話だったので、なるほどこ

れはいい方法かなと。同じ場所におっていろん

な勉強をされるということはすばらしいことと

思いましたので、宮崎の場合もそういう形で、

いつでも声かけができるような環境を整えてや

ることは必要かなと思ったものですから、あえ

て質問してみました。

○中村委員 この前、一般質問で事務局長の関

係の話をしたんですが、局長の答弁もありまし

て、余り前向きではなかったんですが。僕はそ

の話の中で、３病院ともそれ相当の努力をされ

てある一定のところまで来たと。あとは院長先

生と事務局長が一つの目標に向かってどう頑

張っていくかだろうと。そうだったら、県から

の出向じゃなくて、３年ぐらいでかわるんじゃ

なくて、長年院長先生とつき合っていただいて

目的を達成する。それがいいんじゃないかとい

う話をしたんです。そのほかもろもろ我々が気

がつかない先生方の問題があると思うんです。

だから、失礼な言い方ですけれども、病院局の

こういう委員会で一回ぐらいは、先生方と我々

委員だけでの話し合いというのも必要じゃない

かと。病院局長はむっとするような話ですけれ

ども、そういうのも必要かなと思うんです。一

回そういうことを計画していただくと、本音で

３病院を上昇させることができるのかなと思う

んですが、ひとつよろしくお願いをしたいと思

います。

○黒木委員長 それはまた考えておきます。

ほかに何かありませんでしょうか。

なければ、報告事項についての質疑を終わり

たいと思います。

その他何かありませんか。

ないようでしたら、以上をもって病院局を終

了いたします。執行部の皆様には御苦労さまで

した。

暫時休憩いたします。

午前10時48分休憩

午前10時56分再開

○黒木委員長 委員会を再開いたします。

まず、今回、本委員会に付託されました議案

などについて概要説明を求めます。

○土持福祉保健部長 おはようございます。福

祉保健部でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。

それでは、当委員会に御審議をお願いしてお

ります議案等につきまして概要を御説明申し上

げます。

まず、議案についてであります。お手元の

「平成23年11月定例県議会提出議案（議案第１

号～第32号）」の表紙をめくっていただきまし

て目次をごらんいただきたいと思います。福祉

保健部関係の議案でございますが、議案第１号

「平成23年度宮崎県一般会計補正予算（第３号）」、

議案第７号「宮崎県における事務処理の特例に

関する条例の一部を改正する条例」から、８

号、９号、10号、11号の「宮崎県感染症対策審

議会条例の一部を改正する条例」までの議案、

それから、議案第16号から次のページの議案

第30号まで、公の施設の指定管理者の指定に関

する議案が並んでおりますが、福祉保健部の所

管する公の施設に関しましては、このうち議案

第18号、19号、20号の３件がございます。

次に、別冊になりますけれども、お手元の

「平成23年11月定例県議会提出議案（議案第36

号）」の表紙をめくっていただきまして目次を

ごらんいただきたいと思います。議案第36号
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「平成23年度宮崎県一般会計補正予算（第４号）」

でございます。

以上が福祉保健部関係の議案で、合計10件で

ございます。このうち私のほうからは、補正予

算に係る議案の概要について御説明いたしま

す。

まず、議案第１号「平成23年度宮崎県一般会

計補正予算（第３号）」についてでございま

す。別冊になりますけれども、お手元の「平

成23年度11月補正歳出予算説明資料」の福祉保

健部のところでございますが、11ページをお開

きいただきたいと思います。福祉保健部では、

一般会計で37億1,731万9,000円の増額補正をお

願いしております。これは国からの補助の決定

などに伴うものでありまして、地域医療再生基

金積立金への積み増しを行いまして、救急医療

機能の強化等医療提供体制の充実等を図るため

の事業などを計上しております。この結果、福

祉保健部の一般会計予算額は、1,022億4,500

万2,000円となっております。

次に、先ほど最初にごらんいただきました

（議案第１号～第32号）と書いてございます議

案書に戻っていただきまして、４ページをお開

きいただきたいと思います。第２表、繰越明許

費補正についてでございます。福祉保健部関係

は、児童福祉施設整備事業の繰越明許費の追加

をお願いしております。これは建物等の整備・

改修等を行う事業でございまして、今11月増額

補正に伴いまして工期が不足することによるも

のでございます。

次に、７ページをお開きいただきたいと思い

ます。第３表、債務負担行為補正についてでご

ざいます。これは議案第18号から第20号までの

福祉保健部関係の公の施設の指定管理者の指定

に伴いまして、債務負担行為を追加設定するも

のでありまして、宮崎県福祉総合センター・県

立母子福祉センター管理運営委託費から、県立

聴覚障害者センター管理運営委託費までの３件

で、期間はいずれも平成23年度から平成26年度

まで、限度額はそれぞれ記載のとおりとなって

おります。

続きまして、議案第36号「平成23年度宮崎県

一般会計補正予算（第４号）」につきまして御

説明いたします。再度資料がかわりますが、別

冊の「平成23年度11月補正歳出予算説明資料

（議案第36号）」の１ページをお開きいただき

たいと思います。福祉保健部は、一般会計

で3,967万9,000円の増額補正をお願いしており

ます。これは国の平成23年度第３次補正予算の

成立に伴うものでありまして、災害時医療体制

の整備事業を計上しております。この結果、福

祉保健部の一般会計予算額は、1,022億8,468

万1,000円となっております。

補正予算に係ります議案、それぞれの各議案

の詳細につきましては、この後、担当課長より

それぞれ説明させますので、よろしく御審議い

ただきますようお願い申し上げます。

次に、報告事項でございますが、お手元の

「平成23年度11月定例県議会提出報告書」とい

う薄い冊子がございます。これをめくっていた

だきますと、損害賠償額を定めたことについて

という１項目でございますが、この中に福祉保

健部関係の案件が２件ございます。これも後ほ

ど担当課長に説明させますので、よろしくお願

いいたします。

続きまして、提出議案、報告事項以外の説明

事項についてでありますが、お手元の「厚生常

任委員会資料」の表紙をめくっていただきたい

と思います。その他報告でございますが、「地

域の自主性及び自立性を高めるための改革の推
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進を図るための関係法律の整備に関する法律」

の成立に伴います福祉保健部の取り組みについ

て、宮崎県高齢者保健福祉計画の策定につい

て、２件について担当課長に説明させますの

で、よろしくお願いいたします。

私のほうからは以上でございます。

○黒木委員長 部長の概要説明が終了いたしま

した。初めに議案に関する説明を求めます。

○阿南福祉保健課長 福祉保健課分につきまし

て御説明いたします。

お手元の平成23年11月定例県議会提出議案

（議案第１号～第32号）と表示してある議案書

の赤いインデックス、議案第７号のところをお

開きください。ページでいいますと23ページで

あります。

この条例に定められております事務処理特例

制度とは、住民の利便性向上や市町村の自主

性、自立性の向上を図るため、県知事の権限に

属する事務を、県の条例に定めるところにより

市町村がその処理を行うことを可能とする制度

であります。この制度は、平成12年の地方分権

一括法の施行により地方自治法が改正され、創

設されたものであり、本県では、「宮崎県にお

ける事務処理の特例に関する条例」を制定し、

平成12年４月１日から市町村への権限移譲を推

進しているところであります。今回の福祉保健

課の条例改正分の説明は厚生常任委員会資料で

させていただきます。

お手元の厚生常任委員会資料の５ページをお

開きください。

議案第７号「宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する条例」、（１）

民生委員の定数設定に関する事務における市町

村への権限移譲についてであります。

１の改正理由についてでありますが、下の参

考のところにありますように、民生委員の定数

につきましては、厚生労働大臣の定める基準に

従い、都道府県知事が市町村の区域ごとに当該

市町村の意見を聞いて定めることとなっており

ますが、民生委員の定数設定に関する事務の取

り扱いを希望する市町村に権限移譲することに

より、県民の利便性の向上や事務処理の効率化

が図られるものと考えられ、市町村がその実情

に応じて主体的に民生委員定数を設定すること

が可能となり、民生委員活動を効果的なものと

することができるものであります。

２の今回新たに移譲する事務の内容でありま

すが、民生委員法第４条の規定によります民生

委員の定数設定に関する事務について移譲する

ものであります。

３の移譲市町村につきましては、えびの市で

あります。

４の施行期日につきましては、平成24年４月

１日を予定しております。

次に、議案第18号「公の施設の指定管理者の

指定について」であります。平成23年11月定例

県議会提出議案（議案第１号～第32号）と表示

してある議案書の赤いインデックス、議案第18

号のところ、ページで申しますと91ページをご

らんください。

公の施設に関する条例第10条の２第３項の規

定により、公の施設の名称、指定管理者の名称

及び指定の期間につきまして、議会の議決をお

願いいたすものであります。

指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに

効率的・効果的に対応するため、民間の能力を

活用しつつ、住民サービスの向上を図るととも

に、経費の縮減を図ることを目的に、議会の議

決を経た上で期間を定めて、法人その他の団体

を指定して公の施設の管理運営を行わせる制度
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で、国の「民間にできることは民間に」という

方針を受けて、平成18年度から導入された制度

であります。

福祉保健課、こども家庭課分につきまして

は、別冊の厚生常任委員会資料の15ページをご

らんください。

宮崎県福祉総合センター及び県立母子福祉セ

ンターの指定管理者を指定することにつきまし

て説明させていただきます。

まず、１にありますように、福祉総合センタ

ー及び母子福祉センターの指定管理者候補者

は、株式会社文化コーポレーションでありま

す。

２の第三期の指定期間につきましては、平

成24年４月１日から平成27年３月31日までの３

年間であります。

３の指定管理者候補者の選定についてであり

ますが、（１）の公募の状況にありますよう

に、①募集期間は平成23年７月７日から９月12

日までの約２カ月間であり、２団体から応募が

ありました。次に、（２）の候補者選定委員会

の審査結果でありますが、①にありますよう

に、１位が500点満点中408.5点、２位が282点と

なり、株式会社文化コーポレーションが指定管

理者候補者となっております。②の選定理由で

ありますが、選定委員会において最も高い得点

を獲得し、かつ最低基準である300点を満たして

いること、事業計画や適切な経費の積算等か

ら、施設の管理運営を適切かつ着実に実施する

能力を有していることなどを総合的に判断した

結果、文化コーポレーションを指定管理者候補

者として選定したところであります。

４の指定管理料等でございますが、（１）の

指定管理者に支払う指定管理料は、年額平

均4,988万9,000円、平成24年度から26年度まで

の３年間で１億4,966万7,000円であります。ま

た、文化コーポレーションでは、（２）にあり

ますように、利用者の要望に対応するため、施

設利用の予約受け付け開始を早めることや、ホ

ームページでのブログの開設、情報提供コーナ

ーの新設等により、県民サービスの向上等を図

ることを予定しております。

福祉保健課の議案関係の説明は以上でありま

す。

○緒方医療薬務課長 それでは、医療薬務課分

を御説明いたします。医療薬務課の関係分とい

たしましては、議案第１号「平成23年度宮崎県

一般会計補正予算（第３号）」、議案第36号

「平成23年度宮崎県一般会計補正予算（第４号）」、

議案第７号「宮崎県における事務処理の特例に

関する条例の一部を改正する条例」の３件でご

ざいます。

まず、議案第１号について御説明をいたしま

す。お手元の冊子、平成23年度11月補正歳出予

算説明資料の青いインデックス、医療薬務課の

ところ、13ページをお開きいただきたいと思い

ます。補正額欄にありますように、35億9,461

万8,000円の増額補正をお願いしております。

補正の内容につきまして御説明いたしま

す。15ページをお開きください。（事項）地域

医療再生基金事業費の増額補正でありますが、

これは地域医療再生計画の拡充分が国に認めら

れたこと等に伴う補正でございます。詳細は後

ほど厚生常任委員会資料で御説明をいたしま

す。

次に、議案第36号について御説明をいたしま

す。お手元の冊子、平成23年度11月補正歳出予

算説明資料（議案第36号）の３ページをお開き

いただきたいと思います。補正額欄にあります

ように、3,967万9,000円の増額補正をお願いし
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ております。この結果、先ほどの議案第１号と

合わせまして補正後の予算額は105億7,237

万1,000円となっております。

補正の内容につきまして御説明をいたしま

す。５ページをお開きください。（事項）救急

医療対策費にあります災害時医療体制等の整備

事業3,967万9,000円の増額補正でありますが、

これは国の第３次補正予算の成立に伴う補正で

ございます。こちらも詳細は厚生常任委員会資

料で御説明をいたします。

それでは、厚生常任委員会資料をお開きいた

だきたいと思います。１ページをごらんくださ

い。

まず、地域医療再生基金事業についてであり

ます。本事業は、１の目的にありますとおり、

本県の地域医療が抱える課題解決のため、10月

に国の内示があった拡充分を含みます地域医療

再生計画に基づきまして、県医療計画に位置づ

けた４疾病６事業に係る医療提供体制の充実の

ための各種事業を実施するものでございます。

今回の補正は、２の事業概要にありますとお

り、まず、（１）の地域医療再生計画拡充分関

係といたしまして４つ挙げております。①の積

立金は、本事業の財源として国から内示を受け

た地域医療再生臨時特例交付金を基金として積

み立てるものであります。②の救命救急体制強

化事業は、宮崎大学医学部附属病院の救命救急

センター設置に向け、医療機器等の設備整備を

支援するものでございます。③の新規事業、急

性心筋梗塞対策機能強化事業は、本県の死亡原

因の第２位となっております急性心筋梗塞対策

のため、県内の拠点病院であります宮崎市郡医

師会病院の新たな医療機器等の導入を支援する

ものであります。④の新規事業、看護教育充実

支援事業は、看護基礎教育の充実を図るため、

看護師等養成所において学生が高度な技術を身

につけるために必要な図書や教材等の購入を支

援するものでございます。

次に、（２）の従来の地域医療再生計画関係

といたしまして、①の県北部救急医療体制整備

支援事業は、昨年度、消化管出血患者の輪番受

け入れを行っております医療機関の設備整備の

支援を予定していたものが、東日本大震災の影

響で事業が実施できなかったため、改めて今年

度導入の支援を行うものでございます。

補正額は35億9,461万8,000円であります。

２ページをお開きください。

次に、災害時医療体制の整備事業についてで

あります。これは国の３次補正予算による国庫

補助事業を活用して実施するものであります。

まず、１の目的でありますけれども、大規模

災害が発生した際の診療機能の拠点となる災害

拠点病院や、災害発生後、被災地に駆けつけ、

救急医療を行うＤＭＡＴの機能強化を図ること

によりまして、いつ災害が起きても対応できる

体制を整え、安全で安心して暮らせる社会を構

築するものでございます。

２の事業概要でありますけれども、２つの事

業を実施することとしております。

まず、（１）の災害時救急医療体制基盤整備

事業は、災害拠点病院にアンテナ設置型の衛星

電話や応急用の医療資機材を整備するもので、

事業費は1,815万1,000円を予定しております。

（２）のＤＭＡＴ支援事業は、ＤＭＡＴに高

機能な衛星電話や応急用医療資機材等を整備す

るもので、事業費は2,152万8,000円を予定して

おります。

補正額の総額は3,967万9,000円であります。

次に、議案第７号「宮崎県における事務処理

の特例に関する条例の一部を改正する条例」に
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ついて御説明をいたします。

議案書では36ページから39ページに新旧対照

表が記載してありますけれども、説明は常任委

員会資料で行わせていただきたいと思います。

常任委員会資料の６ページをお開きいただきた

いと思います。

（２）医師法施行令等に基づく免許申請等に

係る事務の市町村への権限移譲についてであり

ます。

まず、１の改正理由でございますけれども、

医師法施行令等に基づく医療従事者の免許申請

の受理等の事務につきまして、取り扱いを希望

する市町村に権限を移譲することによりまし

て、県民の利便性の向上や事務処理の効率化を

図るものであります。

２の移譲する事務の内容でございますけれど

も、医師法施行令に関する事務を初め、記載し

てありますとおり、10の法令関係に係る事務を

移譲いたします。

３の移譲市町村でございますけれども、椎葉

村でございます。

最後に、４の施行期日でございますが、平

成24年４月１日としております。

医療薬務課については以上でございます。

○野﨑障害福祉課長 障害福祉課分について御

説明をいたします。

障害福祉課といたしましては、議案第１号

「平成23年度宮崎県一般会計補正予算」、議案

第７号「宮崎県における事務処理の特例に関す

る条例の一部を改正する条例」、議案第８号

「宮崎県障害者施策推進協議会条例の一部を改

正する条例」、議案第19号及び20号の「公の施

設の指定管理者の指定について」の５件であり

ます。

まず、議案第１号「平成23年度宮崎県一般会

計補正予算」について御説明をいたします。

お手元の平成23年度11月補正歳出予算説明資

料の青いインデックスで障害福祉課のところ、

ページで申しますと17ページをお願いいたしま

す。障害福祉課は、今回、270万1,000円の増額

補正をお願いしております。この結果、補正後

の予算額は、139億6,406万3,000円となっており

ます。

それでは、事業の内容について御説明をいた

します。19ページをお願いいたします。

（事項）福祉のまちづくり推進費にあります

全国在宅障がい児・者等実態調査事業27 0

万1,000円の増額補正であります。これは国庫委

託の決定に伴う補正でありますが、詳細につき

ましては厚生常任委員会資料で御説明をいたし

ます。

お手元の厚生常任委員会資料の３ページをお

願いいたします。この事業は、１の目的にあり

ますように、制度の谷間を生まない新たな福祉

法制の実施等の検討の基礎資料とするために、

従来国において５年ごとに実施をしておりまし

た身体障害児・者等実態調査及び知的障害児・

者基礎調査にかえまして、在宅の障がい児・者

等を広く対象とした全国調査を実施し、生活実

態やニーズ等を把握するものであります。

次に、２の事業概要についてでありますが、

全国の国勢調査区の中から国が無作為に抽出を

いたしました調査対象区域内の全世帯を調査員

が訪問しまして、調査対象者の有無を確認した

上で、対象者の方へのアンケート調査を行うも

のであります。なお、宮崎市内の対象地区への

調査につきましては、国が宮崎市に直接委託し

て実施することとなっております。

まず、（１）の調査対象者でありますが、在

宅の障害者手帳所持者及び長引く病気やけが等
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により生活のしづらさがある方が対象となって

おります。次に、（２）の調査対象地区数

は、15市町村の27地区となっております。（３）

の調査項目につきましては、日常生活のしづら

さの状況、福祉サービスの利用状況、日中活動

の状況、外出の状況、家計の状況等となってお

ります。

最後に、３の補正額でありますが、27 0

万1,000円をお願いいたしておりまして、全額国

庫支出金となっております。

次に、議案第７号「宮崎県における事務処理

の特例に関する条例の一部を改正する条例」に

ついて御説明をいたします。

提出議案書の40ページから41ページにかけて

でありますが、内容につきましては常任委員会

資料で御説明をさせていただきます。

常任委員会資料の７ページをお開きくださ

い。（３）の人にやさしい福祉のまちづくり条

例に基づく公共的施設に係る協議等に関する事

務における市町村への権限移譲についてであり

ます。

まず、１の改正の理由でありますが、人にや

さしい福祉のまちづくり条例の改正につきまし

ては、６月の議会で御審議をいただいたところ

でありますが、同条例の改正によりまして、資

料の下のほうに参考として記載しておりますよ

うに、公共的施設の新築等を行う際の手続が変

更されることとなりました。この条例に基づく

事務につきましては、既に各市町村に移譲して

いるところでありますが、公共的施設の新築等

を行う際の新築等の届け出が事前協議に改めら

れましたことに伴いまして、所要の改正を行う

ものであります。

次に、２の移譲する事務の内容と３の移譲市

町村についてあわせて御説明をいたします。建

築主事を置いております延岡市、日向市につき

ましては、２の（１）にありますように、公共

的施設に係る協議等に関する事務を移譲するこ

ととしております。また、独自のまちづくり条

例を制定しております宮崎市、都城市及び建築

主事を配置しております延岡市、日向市を除く

各市町村につきましては、（２）にあります公

共的施設に係る事前協議書等の受理に関する事

務を移譲することとしております。これらの市

町村につきましては、事前協議書等を受理した

後、県の土木事務所に進達を行うこととなって

おります。

最後に、４の施行期日についてであります

が、平成24年１月１日から施行することとして

おります。

次に、議案第８号「宮崎県障害者施策推進協

議会条例の一部を改正する条例」について御説

明をいたします。

提出議案書の議案第８号のインデックスのと

ころ、ページで申しますと61ページをお開きく

ださい。

まず、改正の理由についてでありますが、宮

崎県障害者施策推進協議会の根拠法令でありま

す障害者基本法が７月に改正され、一部を除い

て８月から施行されたことに伴い、所要の改正

を行うものであります。

改正の概要についてでありますが、改正条例

第１条は、障害者基本法の改正に伴い、関係条

文にずれが生じたために改正を行うものであり

ます。次に、改正条例第２条は、法改正に伴い

まして都道府県に新たに設置することとされた

合議制の機関を、宮崎県障害者施策推進協議会

とすること等を規定するものであります。

ページをめくっていただきまして62ページを

ごらんください。附則の１、施行期日について
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でありますが、改正条例第１条の規定につきま

しては、関係する法改正分が既に施行されてお

りますことから、公布の日から施行することと

しております。また、改正条例第２条の規定に

つきましては、関係する法改正部分が法の公布

の日から起算して１年以内の政令で定める日か

ら施行されることとなっておりますので、公布

の日から起算して８月を超えない範囲内におい

て規則で定める日から施行することとしており

ます。また、附則の２、経過措置としまして、

改正前の条例により任命しまたは委嘱されてい

る委員につきましては、改正後の条例により任

命しまたは委嘱された委員とみなすこととして

おります。

次に、公の施設の指定管理者の指定について

御説明を申し上げます。

議案第19号及び議案第20号のインデックスの

ところ、ページで申しますと93ページと95ペー

ジのところでありますけれども、内容につきま

しては別冊の常任委員会資料で説明をさせてい

ただきます。

常任委員会資料の17ページをお開きくださ

い。まず、県立視覚障害者センターについてで

あります。

１の指定管理者候補者は、第１期、第２期に

引き続きまして財団法人宮崎県視覚障害者福祉

協会であります。

２の指定期間は平成24年４月１日から平成27

年３月31日までの３年間となっております。

３の指定管理者候補者の選定につきまして

は、（１）の公募状況にありますように、応募

者は１団体でありました。次に、（２）の審査

結果につきましては、①の採点結果が総得点428

点、選定委員５人の平均点は85.6点でした。②

の選定理由でありますが、最低基準である300点

を上回っていること、これまでの管理実績や収

支計算書等の内容から十分な管理運営能力を有

していることなどを総合的に判断し、指定管理

者候補者として選定したところであります。

４の指定管理料等でありますが、（１）にあ

りますとおり、指定管理者に支払う指定管理料

は年額2,517万4,000円、３年間で7,552万2,000

円となります。これによりまして、（２）にあ

りますように、県民サービスの向上が図られる

ものと考えております。

常任委員会資料の19ページをお願いいたしま

す。県立聴覚障害者センターについてでありま

す。

１の指定管理者候補者は、第１期、第２期に

引き続き、社会福祉法人宮崎県聴覚障害者協会

であります。

２の指定期間は平成24年４月１日から平成27

年３月31日までの３年間となっております。

３の指定管理者候補者の選定につきまして

は、（１）の公募状況にありますように、応募

者は１団体でありました。次に、（２）の審査

結果につきましては、①の採点結果が総得点432

点、選定委員５人の平均点は86.4点でした。②

の選定理由でありますが、最低基準である300点

を上回っていること、これまでの管理実績や収

支計算書等の内容から十分な管理運営能力を有

していることなどを総合的に判断し、指定管理

者候補者として選定したところであります。

４の指定管理料等でありますが、（１）にあ

りますとおり、指定管理者に支払う指定管理料

は年額2,483万9,000円、３年間で7,451万7,000

円となります。これによりまして、（２）にあ

りますように、県民サービスの向上が図られる

ものと考えております。

障害福祉課の説明は以上でございます。
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○船木衛生管理課長 衛生管理課でございま

す。当課からは２件の議案をお願いしておりま

すが、説明の都合上、初めに議案第９号「ふぐ

取扱条例の一部を改正する条例」について御説

明をいたします。

平成23年11月定例県議会提出議案の63ページ

から69ページに新旧対照表をお示ししておりま

す。恐れ入りますが、委員会資料の11ページを

お開きください。説明は委員会資料でさせてい

ただきます。７月の閉会中の常任委員会で、ふ

ぐ取扱条例の見直しについて説明をさせていた

だきましたが、今回、議案を提出しておりま

す。

１の改正の理由についてでございます。フグ

の不適切な取り扱いによる事件・事故が依然と

して発生していることを踏まえ、フグ毒による

食中毒を防止し、より一層、フグの安全・安心

な流通を確保するため、所要の改正を行うもの

であります。

次に、２の改正の概要についてでございま

す。改正の内容を３つの観点にくくって説明を

いたします。まず、（１）のフグ処理師に関す

る規定について次の２点を追加いたします。１

つ目は、①フグ処理師の遵守事項として、適正

な有毒部分の保管・処分及び凍結したフグの処

理の方法を追加いたします。２つ目は、②フグ

処理師免許取り消し等の対象として、有毒部分

の販売及び遵守事項の違反を追加いたします。

次に、（２）のフグ処理営業者の認証に関する

規定の新設についてです。今回の改正の一番の

かなめとなりますが、①フグを処理し、食品と

して販売する営業者に対して、施設ごとに知事

の認証を受けることを義務づけるものです。な

お、②認証に当たっては、アの専任のフグ処理

師の必置とイの有毒部分保管専用の施錠できる

不浸透性容器の設置が要件となります。また、

③認証書の交付、認証書の取り消し等の規定を

設け、上記に関連しまして、（３）の試験､表

示、立入検査等に関する規定も整備いたしま

す。

次に、３の施行期日についてでございます。

平成24年４月１日からの施行を予定しておりま

すが、フグ処理営業者の認証につきましては、

施行から１年間の猶予期間を設ける予定でござ

います。

続きまして、議案第７号「ふぐ取扱条例に基

づくふぐ処理営業者の認証に関する事務におけ

る市町村への権限移譲について」、御説明いた

します。

平成23年11月定例県議会提出議案の41ページ

に記載してございます。説明は委員会資料の８

ページでさせていただきます。

これは、先ほど説明いたしましたふぐ取扱条

例の一部を改正する条例によって新たに生じる

事務に関するものでございます。

１の改正の理由にありますように、フグ処理

営業者の認証に関する９つの事務について、宮

崎市に移譲することにより、県民の利便性の向

上や事務処理の効率化を図るものでございま

す。

２の移譲する事務の内容でございますが、改

正後のふぐ取扱条例の（１）から（９）にかけ

て規定しておりますフグ処理営業者の認証等に

係る事務としております。

３の移譲市町村は、保健所設置市である宮崎

市になります。

なお、施行期日は､平成24年４月１日でありま

す。

次に、委員会資料の９ページをお願いしま

す。水道法に基づく専用水道の指導監督等に関
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する事務における市町村への権限移譲について

でございます。

平成23年度11月定例県議会提出議案では42ペ

ージに記載してございます。

１の改正の理由でございますが、水道法に基

づく専用水道の指導監督に関する事務を希望す

る市町村に移譲することにより、県民の利便性

の向上や事務処理の効率化を図るものでござい

ます。

次に、２の移譲する事務の内容についてでご

ざいますが、水道法に係る（１）から（10）の

専用水道に関する申請書の受理、施設の確認、

立入調査等の事務としております。

３の移譲する市町村は、えびの市でございま

す。

なお、専用水道とは、寄宿舎、宿泊施設、病

院などの自家用の水道で、101人以上が利用する

など一定規模の水道を言いまして、県内に38カ

所ございます。えびの市には１カ所ございま

す。

４の施行期日は、平成24年４月１日としてお

ります。

以上で衛生管理課の説明を終わります。

○日高感染症対策室長 健康増進課感染症対策

室でございます。

議案第11号「宮崎県感染症対策審議会条例の

一部を改正する条例」につきまして御説明いた

します。

お手元の冊子、平成23年11月定例県議会提出

議案（議案第１号～第32号）の73ページをお開

きください。

宮崎県感染症対策審議会条例は、感染症対策

の総合的な推進を図るため、知事の諮問機関と

して設置しております宮崎県感染症対策審議会

の設置・運営に関し、必要な事項を定めている

ものでございます。

今回の条例改正は、改正前・改正後にありま

すように、第２条第１項第１号に規定しており

ます審議会で調査・審議する事項につきまし

て、「地域の自主性及び自立性を高めるための

改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律」の公布を受け、「感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関する法律」、いわ

ゆる感染症法の一部改正が行われたことによ

り、この法律から引用しております条項にずれ

が生じたために、関係する規定を整備するもの

でございます。内容を変更するものではござい

ません。

なお、条例施行日は、公布の日からとしてお

ります。

感染症対策室からの説明は以上でございま

す。

○川野こども政策課長 こども政策課分を御説

明いたします。

議案第10号「宮崎県認定こども園の認定基準

に関する条例の一部を改正する条例」について

でございますが、初めに常任委員会資料で御説

明いたします。

資料の13ページをお開きください。

１の改正の理由についてでございますが、本

年５月に制定されました第１次地域主権改革一

括法により、「就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律」、

いわゆる認定こども園法の一部改正が行われ、

認定こども園の認定基準が県へ条例委任される

ことになりました。これに伴い、条例の一部改

正を行うものであります。

次に、２の改正の概要についてでございま

す。まず、参考としまして記載しております中

ほどの表をごらんください。第１次一括法の施



- 21 -

行によりまして、条例委任された対象項目は、

認定こども園の教育及び保育に関する基準と表

示基準であり、前者は国が示した基準に従うべ

き基準、後者は参酌すべき基準とされておりま

す。このうち、教育及び保育に関する基準につ

きましては、現行の条例に国の基準どおりの内

容を既に規定しておりますことから、今回の改

正は表示基準に係る規定の追加を行うものであ

ります。また、このほか、今回の一括法の施行

に伴いまして、条例に関する法令等の条項番号

や名称等に改正があったため、表記の整合性を

図るための改正もあわせて行うものでありま

す。

それでは、改正の具体的内容につきまして議

案書により御説明いたします。議案書は、議案

第１号～第32号と記載のある冊子になります。

71ページをお開きいただきたいと思います。

まず、第１条であります。これは認定こども園

の認定基準を県の条例で定めることとしている

法の根拠条項に変更があったことから、これを

改めるものであります。

次に、第６条であります。認定こども園法第

３条では、認定こども園の認定類型としまし

て、幼稚園または保育所等が単独で認定要件を

満たす場合と、幼稚園と保育所の異なる施設が

連携し、相互に補完することにより認定要件を

満たす場合の２つを定めておりますが、このう

ち、２つ目の類型について法の根拠条項に変更

があったことから、これを改めるものでありま

す。

次に、72ページをお開きください。第９条で

あります。これは条文に引用されている省令の

名称が「児童福祉施設最低基準」から「児童福

祉施設の設備及び運営に関する基準」に名称変

更されましたことから、条例におきましても同

様に名称を改めるものであります。

次に、第14条第２項であります。認定こども

園である旨の表示につきましては、今回法によ

る義務づけ規定が削除され、参酌基準として県

に判断がゆだねられることになりました。この

規定が今まで法で定められておりましたのは、

地域住民が認定こども園を容易に区別すること

ができるようにという趣旨でありましたので、

条例におきましても同様の規定を設けることが

県民の利益につながるものと判断しまして、今

回、改正前の法と同様の規定を設けるものであ

ります。なお、条例に本規定を設けることにつ

きましては、事前に幼稚園や保育所など関係者

との意見交換会を開催しましていろんな人の御

意見をいただいているところであります。

最後に、施行期日についてでありますが、改

正認定こども園法は、施行期日が平成24年４月

１日とされておりますことから、改正条例につ

きましても同日としております。

こども政策課の説明は以上でございます。

○古川こども家庭課長 こども家庭課分を御説

明いたします。

お手元の冊子の平成23年度11月補正歳出予算

説明資料の青いインデックスでこども家庭課、

ページでいいますと21ページをお開きくださ

い。こども家庭課の補正予算額は、１億2,000万

円の増額補正をお願いしております。この結

果、補正後の予算額は、一般会計が52億5,317

万3,000円となり、これに特別会計を含めました

補正後の額は56億3,396万2,000円であります。

23ページをお開きください。今回補正をお願

いしておりますのは、（事項）児童福祉施設整

備事業費１億2,000万円であります。これは、社

会福祉施設等耐震化等臨時特例基金を活用しま

して、民間児童福祉施設耐震化機能整備事業を
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実施するもので、児童養護施設に入所している

児童に対して家庭的な環境を整えるために小規

模グループケアを整備する児童養護施設に対し

まして、経費の一部を補助するものでございま

す。

なお、今回の補正額につきましては、冒頭で

部長から説明がありましたとおり、工期の関係

で翌年度に繰り越すこととしております。

こども家庭課につきましては以上でございま

す。

○黒木委員長 議案に関する執行部の説明が終

了いたしましたが、質疑は午後に行いたいと思

います。

暫時休憩します。午後１時に再開いたしま

す。

午前11時48分休憩

午後１時１分再開

○黒木委員長 委員会を再開いたします。

午前中に議案に関しての執行部の説明があり

ましたが、議案に関して質疑を行いたいと思い

ます。

○太田委員 事実の確認等も多いかと思います

が、６個ぐらいお聞きしたいと思います。

まず、説明資料の１ページ、地域医療再生基

金事業の中で、④の看護教育充実支援事業。

「看護師等養成所において」という記述があり

ますが、看護師等養成所というのはどういうと

ころを想定されておるか。

○緒方医療薬務課長 看護師等の養成所は県内

に14カ所ございまして、例えば市郡医師会立の

看護師養成所というような形で、主に市郡医師

会が実施されているところが多くなっておりま

す。ほかに民間の看護師養成所もありますけれ

ども、全体で14校あります。

○太田委員 同じページの従来分の地域医療再

生計画。これは昨年度に震災で導入できなかっ

たということで、内視鏡システム導入と書いて

あるんですが、内視鏡システムを入れる会社と

いうのはもう公表されているんですか。どこの

会社なのか。

○緒方医療薬務課長 確認をしていないんです

けれども、これから入札することになると思い

ますので、何社かあろうかと思います。以前だ

めだったところは、ある程度契約的なところま

でいったんですけれども、部品が製造できなく

なったということでだめだったんですけれど

も、今回はまたやり直しということで入札から

やっていくと考えております。

○太田委員 わかりました。もう一回やり直し

ということですね。内視鏡といったらちょっと

びくっとするものですから、どこかなと思っ

て。失礼いたしました。

次に、３ページ、在宅障がい児・者等実態調

査事業。これは抽出で27地区を全世帯調査する

ということでありますが、２つ質問しておきま

す。「全世帯を調査員が訪問し」ということで

ありますが、調査されるのは市町村の職員なの

か。全世帯調査というのはだれがするのかとい

うことですが、障害者手帳の場合はコンピュー

ターで管理されているから、どこのだれをとい

うのは市町村ではわかると思うんですけれど

も、「長引く病気やけが等により」という人た

ちは、実際に行かないとわからないだろうと思

うので、恐らくこの調査をするというのは、病

気をされている人の調査に行かれるんだろうな

と思っておりますが、その辺のところが１つ。

２つ目は、1,545世帯に調査をして後で回答し

てもらうということですけど、郵送で返送して

もらうということで、返送率は大体どのくらい



- 23 -

を見込まれるのか。100％が一番いいと思うんで

すけど、50％とかそういうことになると思いま

す。できるだけ上げたほうがいいと思うんです

けど、想定としてはどのくらいなのかなという

ことをまず聞きたいと思います。

○野﨑障害福祉課長 まず、調査員の身分でご

ざいますが、これは各市町村から推薦していた

だきまして、県の非常勤職員ということで任命

するということで、現在29名の方にお願いして

おります。内訳は、地方公務員の方が13名、無

職の方が11名、その他が５名となっておりま

す。この調査対象区の中のすべての世帯を回っ

ていただくと。御質問にありましたように、手

帳を持っていらっしゃる方は割とわかりやすい

んですが、そうでない方がいらっしゃいますの

で、そういう方を把握するためにすべての世帯

を回っていただくという調査になります。

それと回収率ですが、幾らという想定はござ

いません。できるだけ高いほうがいいというこ

とで、特に想定はいたしておりません。以上で

ございます。

○太田委員 次に、５ページの事務処理の特例

に関する条例。５ページの場合は、民生委員の

定数設定に関する事務を、今回えびの市にとい

うことですが、今までの事務移譲については、

住んでいる市民、村民の方等が、その市町村に

行ったほうが早くサービスを受けられるからと

いうことで移譲する例が多かったと思うんで

す。これはそういった申請に関することではな

くて、民生委員の定数の決定については市町村

にお任せしますというような感じの移譲だと思

うんですが、そういうのはちょっと珍しいかな

と思ったんです。民生委員の定数については市

町村で決めるということですが、これは住民に

とって利便性があるのかどうか。早く決定でき

るというのはあるかもしれませんが、そういう

のはどういうふうに解釈された権限移譲なんで

しょうか。

○阿南福祉保健課長 事務委任につきまして

は、県のほうからメニューを示しまして、いろ

いろなメニューがあるわけでございますが、そ

の中で民生委員の定数につきましては、22年度

にメニューに加えております。そして今回、え

びの市が手を挙げたということでございます。

従来、民生委員の数の決定方法は、えびの市の

場合でいきますと人口10万人未満の市でござい

ますので、120～280世帯に１名ということで、

民生委員の数は37名から87名の間ということに

なるわけです。従来ですと市町村の意見を聞い

て知事のほうで決めていたわけでございまし

て、えびの市では現在57名の民生委員がござい

ます。それについて県のほうが決めるのではな

く、えびの市自体が民生委員の数を決めること

ができるという権限移譲でございます。えびの

市のほうでは、民生委員の数をふやすという方

向で考えているようでございます。以上です。

○太田委員 えびの市の意向としてはふやすと

いうことなんですね。民生委員をつくるという

のはなかなか今現場では難しいものだから、い

ろいろ事情を勘案して少し減少する方向に行こ

うとされているのかなと思ったんですけど、ふ

やす方向というのは、取り組みとしては頑張っ

ているのかなという感じはいたします。

あと２つほど。13ページの認定こども園の表

示ですね。条例を改正するわけですが、ちょっ

とわかりづらかったんですけど、参酌すべき基

準というのは、緩やかに、それぞれの関係市町

村で判断できますよというふうに感じられるわ

けですが、認定こども園の表示基準を参酌する

というのは、具体的に言うとどんなものがある
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んですか。

○川野こども政策課長 もともとこの表示基準

は法律の中に定められていたんですけれども、

建物敷地内の見やすい場所に認定こども園であ

る旨を表示するという基準が設けられておりま

した。今回、参酌すべき基準ということで法律

の中から削除されたわけなんですが、県として

の判断にゆだねるということでございます。こ

の表示については、住民の方たちが、認定こど

も園ということがわかりやすいということであ

れば、条例にそのまま盛り込む必要があるとい

うことで、今回盛り込む改正をさせていただい

たということでございます。

○太田委員 具体的に言うと、例えば「認定こ

ども園」という言葉を使わなくてもいいという

ことなんですか。

○川野こども政策課長 「認定こども園である

旨の表示」ですので、例えば幼稚園が認定こど

も園になった場合は、例で言いますと、認定こ

ども園何々幼稚園というような形で看板を掲げ

て、必ず「認定こども園」という文字がわかる

ようにするということでございます。

○太田委員 15ページの指定管理者の指定につ

いてでありますけど―ここを代表で質問した

いと思いますが―３年間でこういう委託料を

払いますよということで、２期目の管理料との

比較なんかもできるように提示してあります

が、ここの場合は500万ぐらいですか、あと、ほ

かのところも２期目、３期目になってくると金

額がだんだん下がってきているようですけど、

この辺はどのように解釈されましたか。よかっ

たということなのか、努力されているとか、こ

の辺の差があるところはどのように見ておられ

るのか、そのあたりをお聞きしたいと思いま

す。全体が下がっておるものですから。

○阿南福祉保健課長 私どものほうの福祉総合

センターの例で申し上げますと、過去２年間

―平成21年度、22年度―の実績をもとにい

たしまして算出しております。それに増減要素

を加えて金額をはじき出しております。人件

費、光熱費、旅費、委託費、雑費、その他等々

について積算を行っております。今回、私ども

のほうの福祉総合センター・県立母子福祉セン

ターが、年額で申しますと170万ほど減っており

ますけれども、この170万の減は、平成21年度か

ら22年度にかけましてボイラー式の全館空調機

を電気式省エネタイプの個別空調に切りかえた

ことにより、電気料、燃料代及び機械のメンテ

ナンス料が減少したため、170万減少した額が上

がってきたところであります。

○太田委員 わかりました。そういった内部の

努力で節減ということであれば、そう問題ない

と思います。私どもがいろいろ聞いているとこ

ろでは―ここではないんですけど―賃金と

かそういったところが少し下がってきて結婚で

きないという話なんかも聞くことも多いもので

すから、少し下がることについてはどうなのか

なという思いで聞いたところであります。以上

です。

○井本委員 今のに関連して、障害福祉課の17

ページ、19ページについてはどうなんですか。

下がってきたというのは何が理由ですか。

○野﨑障害福祉課長 県立視覚障害者センター

と聴覚障害者センターでございますが、委託料

の中身が事業費と管理費に分かれておりまし

て、事業費につきましては国庫基準をもとに算

出いたしておりまして、国庫補助の基準額が減

額になっているというのが一つございます。そ

れと、管理料につきましては、今、福祉保健課

長が説明いたしましたように、前２年間の実績
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をもとにして積算いたしまして、それに見合う

額を管理費として計上しているということで、

指定管理者候補者のほうからは、なかなか厳し

いという御意見もいただいているところでござ

いますが、あくまで実績をもとにしてというこ

とで今させていただいているところでございま

して、それぞれに御理解をいただくというよう

な努力をしているところでございます。以上で

ございます。

○井本委員 指定管理者の人たちは、これだけ

でやれと言えばしようがなくやるでしょうけ

ど、問題は、これを利用される方たちが不便だ

ということになったらいかんわけですね。その

辺は調べてみたことはあるんですか。

○野﨑障害福祉課長 サービスの提供につきま

しては、その低下を招かないようにということ

で、サービスについてのアンケート調査等も

行っておりますけれども、今のところ、それぞ

れ満足しているという結果を利用者の方からは

いただいているところでございます。

○井本委員 そのアンケートの結果を、一遍具

体的に見せてくれんですか、。

○野﨑障害福祉課長 後ほど提出させていただ

きたいと思います。

○井本委員 応募団体数が１団体というのは

―どっちもそうですよね。この辺はどう考え

ますか。

○野﨑障害福祉課長 この２つの施設につきま

しては、特に視覚障がい者と聴覚障がい者の方

々の利便に供する施設でございますので、どう

しても専門的な知識を持っているところといい

ますか、実績を持っているところはこの２つし

かないというのが実態かなと考えているところ

でございます。ただ、公の施設の管理につきま

しては、直営にするか指定管理者にするかとい

う２つの選択肢しか今のところないものですか

ら、実際問題としてはここしかないのだろうと

思っておりますけれども、制度上、指定管理者

の方法をとらざるを得ないと、公募しないとい

けないというのが実態でございます。

○井本委員 そういうことからすれば、受ける

ほうは言われたまま、しようがないというとこ

ろがどうしても出てくるんじゃないですか。

○野﨑障害福祉課長 指定管理につきましては

こういうことでお願いいたしておりますけれど

も、団体自体の運営が非常に厳しいというお話

も伺っておりますので、その辺につきまして

は、団体の活動が低下することのないように、

できる限りの方策を考えながら手当てしていき

たいと、今考えているところでございます。

○井本委員 自分たちで直営していたときはど

のくらいかかったものですか。そのときからす

ると委託料はどのくらい少なくなったんです

か。

○野﨑障害福祉課長 以前、随契でやっていた

ときの資料は今から探させていただきますの

で、後ほど回答ということでよろしゅうござい

ましょうか。

○井本委員 今さっき太田さんが言ったよう

に、そういう声が入ってくると。私のところも

そうなんだけど、入ってくるわけです。無理し

ているんじゃないかなという気もするから、少

し考えにゃいかんのじゃないかという気がする

んです。

２ページの災害時医療体制の整備事業につい

て、今度２つの事業をやるようになっていま

す。もちろん災害は何が起こるかわからんか

ら、これで万全だということは恐らくないだろ

うと思うんですが、ほかにも今後これをやりた

いというようなことは考えておられるんでしょ
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うか。

○緒方医療薬務課長 今回の補正につきまして

は、情報が一番大事ということで、衛星電話と

か、そういうようなものを入れるというのが第

一義的な形でのとっかかりということで、11月

補正に上げさせていただいております。災害の

ときは、実際、現場に行ったときの指揮命令を

どうやっていくのかというようないろんな課題

があります。そういう中で、東北の場合には災

害コーディネーターの配置もあったとお伺いし

ています。そういうのも検討しながら、必要な

ところは今後予算化をお願いできればと考えて

いるところでございます。

○徳重委員 １つ、２つお尋ねしてみたいと思

います。先ほど太田委員からも出たんですけ

ど、民生委員の定数に関する事務の権限移譲と

いうことでお話があったんですが、各市町村で

決められると。それが今のところえびの市だけ

ということでしょうか。あとの市町村はどう

なっているんですか。

○阿南福祉保健課長 えびの市のみでございま

す。

○徳重委員 そうすると、県民という立場で考

えると若干不公平があるんじゃないかと。それ

ぞれ若干違っていると思うんですけど、県全体

から考えると、えびのはふやすという話のよう

でしたが、基準というのがなければいけないん

じゃないかと思うんです。それに近い状態でな

いとやはり不公平感が出てくるような気がする

んですが、いかがでしょう。

○阿南福祉保健課長 えびの市が民生委員の増

減をする場合につきましては、事前に協議をい

ただくことになっております。と申しますの

も、活動費や予算が絡むものですから、事前に

協議をいただいて、適正な配置人数を県として

もアドバイスしたいというふうに考えます。現

在のところ、県全体で申し上げますと、１人の

民生委員の方が大体200世帯を持っているという

のが県全体の平均でございます。ただし、宮崎

市では690、五ヶ瀬では72世帯とそれぞればらつ

きはございますけれども、平均すると200世帯と

いうことで、えびのの57名というのは、これと

比べますと平均的な数字であると考えます。

○徳重委員 宮崎市の690というのは非常に大き

いなと思うわけで、先ほどのお話のとおり、民

生委員を引き受けていただく人が少なくなった

ということかと思いますので、しっかりとした

指導をよろしくお願いしておきたいと思いま

す。

それから、権限移譲した場合、医療薬務課、

障害福祉課もそうですが、各市町村に対して財

政的あるいは人的な支援があるんですか。

○阿南福祉保健課長 宮崎県市町村権限移譲交

付金という制度がございまして、３つの種類が

ございます。それぞれの事務に要する時間に人

件費単価を乗じまして、雑費等を加えて１件当

たりの事務処理単価を算出し、それに事務処理

件数を加えた件数割交付金、それから、事務処

理発生の有無にかかわらず、研修や書籍購入に

要する費用として１法令ごとに毎年度交付する

均等割交付金、それから、市町村への移譲に対

し、図書の購入や備品の購入費用として１法令

ごとに初年度のみ交付する準備交付金。この３

種類の交付金がございまして、これらの額がそ

れぞれ交付されているということであります。

○徳重委員 当然交付されなければ市町村は困

るわけですから、そのとおりだろうなと思った

ところです。

それから、障害福祉課の移譲する内容が１と

２とあって、それぞれ移譲される市町村数が違
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うわけです。１の事務に関しては延岡市と日向

市、２の事務に関しては宮崎市、都城市、延岡

市、日向市を除くということで、意味がちょっ

とわからないんですが、ここはどういうことで

すか。

○野﨑障害福祉課長 まず、２の（１）の公共

的施設に係る協議等に関する事務でございます

が、これは事前協議を受けて、後の建築確認ま

で行いますので、延岡市と日向市は建築主事が

おりますので、建築確認まで全部できるという

ことで、公共的施設に係る協議等に関する事務

をそのままおろすということでございます。

建築主事がいない市町村の場合は、事前協議

書等を受け付けていただいて、それを県の土木

事務所に出していただくと。宮崎市と都城市は

独自の条例を持っておられますので、県の条例

が適用できないということで、（２）のところ

からこの４つの市を除くという形になっており

ます。

○徳重委員 衛生管理課のふぐ条例ですが、宮

崎市には権限移譲という形で処理されて、あと

は全市町村、県が認証事務その他をするという

理解でいいんですか。

○船木衛生管理課長 宮崎市は保健所を設置し

ておりますので、保健所でそういう事務を行う

と。それ以外は県が実施するということでござ

います。

○徳重委員 都城も延岡も日向も保健所はあり

ますね。だからということかなと思ったんです

けど、市町村に移譲する必要はないわけです

か。

○船木衛生管理課長 市町村の業務ではなくて

保健所の業務ということで、都城であれば都城

保健所で実施するという業務にしております。

○徳重委員 それから、こども政策課、認定こ

ども園の表示基準は、先ほど看板等とおっ

しゃったけれども、参酌すべき基準というのが

具体的な例は何かありますか。

○川野こども政策課長 参酌すべき基準という

のは、地方自治体が、国が示した基準を見て地

域の実情に応じた内容を定めることが許されて

いるものでございます。この場合は表示に関す

る基準ですので、建物、敷地のわかりやすい場

所に「認定こども園」を表示するということで

ございます。例としましては、先ほど言ったよ

うに、建物のところに看板を立てるとか、敷地

内のどこかに立てていただくとか、そういう形

になると思います。

○徳重委員 それは何カ所とか、例えば道路沿

いとかあると思うんです。園だけでなくてもい

いんですか。表示は、園舎が建っている敷地だ

けにしかできないのか、あるいは周辺にもでき

るのか。

○川野こども政策課長 少なくとも建物、敷地

内には必ず設置していただくという形になりま

す。道案内とか、それは特にこの基準というの

ではなくて、最低基準として建物、敷地内に必

ず表示していただくということでございます。

○十屋委員 先ほどありました１ページのとこ

ろ、地域医療再生計画の拡充分ということで、

これは県のほうから求めて、10月に国よりの内

示があってということですが、これによって県

としてはいろんな政策が打てるということで理

解してよろしいんですか。そのあたりを説明い

ただければと思います。

○緒方医療薬務課長 今回の地域医療再生計画

の拡充分で約30億円の基金をいただくことがで

きました。今回の拡充分の基金は、県全体に波

及するような３次医療の充実ということが基本

的な考え方でございます。その結果―５月に
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若干御説明しているんですけど―４疾病６事

業ということで、例えばがん対策の地域がん登

録とか、医療従事者の資質向上のための支援と

か、県全体に及ぶようないろんな医療提供体制

の充実に使えると思っております。

○十屋委員 あと、④の看護教育充実。新規事

業ということで1,400万円。14カ所だったら100

万ずつぐらいだと思うんですけど、これは継続

的にやられる事業なのか、単年度で終わってし

まうのか。

○緒方医療薬務課長 今、看護師等養成所が14

校ありますけれども、教材とか非常に古くなっ

ていると。それを14校、100万円ずつということ

で、この基金がある３カ年間で補助して、機器

の更新を促進していきたいと思っているところ

です。

○十屋委員 次に、３ページの障がい児・者の

アンケートですが、事業概要のところで、「対

象者に対するアンケート調査（自記式・郵送に

よる返送）」とあるんですが、自記式というの

は、自分で記入して送ってくださいよというこ

とで理解していいでしょうか。それで、書けな

い人はいらっしゃるんですか。

○野﨑障害福祉課長 自記式というのは御本人

が書かれると。御本人が書けない場合は、家族

の方か、お世話している方に書いていただくと

いうことで、調査票の中で、だれが書きました

かというのを調査するようになっております。

本人が記入、本人の意思を代筆で記入、家族や

介護者等が本人の意向をくみ取ってかわりに記

入という３つの類型がございまして、これで書

いていただくということでございます。

○十屋委員 わかりました。ここがちょっと気

になったものですから。

それから、先ほど出ました民生委員ですけれ

ども、仕組みをちょっと教えていただけます

か。民生委員には、月々だったか年額だったか

覚えませんが、３万4,000～３万5,000円だった

かわからないんですが、そのお金の流れ。

○阿南福祉保健課長 民生委員の活動経費でご

ざいますが、県負担が一律年間５万8,200円でご

ざいます。各市町村がそれぞれ上乗せをしてお

りまして、平均いたしますと４万9,426円の上乗

せで、合わせますと、１人当たりの年額平均

が10万5,387円と23年度はなっております。

○十屋委員 ということは、先ほどあったよう

に、ふやしたいというところがあって、小まめ

に小さくお世話をしたいという話になってくる

と―市は自分たちでふやすんですから、財政

措置されるでしょうけど―県としては、この

５万8,200円が各市町村がふやしてくれば当然大

きく膨らみますよね。

○阿南福祉保健課長 今回移譲するのはえびの

市だけで、ほかの市町村は、このメニューを掲

げたにもかかわらず手を挙げてきておりませ

ん。えびの市につきましても、大量にふやすと

いう話は聞いていませんので、予算措置のほう

は協議しながら進めていくということを考えて

おります。

○十屋委員 先ほどもあったように、今、民生

委員も高齢化して、なり手が少なくて大変だと

いうのを我々は逆に心配するところなんです。

それで、今言うように市町村が手を挙げないの

は、自分のところの財政も厳しいのでふやせな

いというのが現実なのかもしれないんです。な

ぜ民生委員さんに手を挙げないかというと、１

人の受け持ちが平均200世帯、これが余りに大き

いのでなかなか手が回らないし、また、個人情

報の壁があって、いろんな情報を知りたいけれ

どもそれが入ってこない。そういうところがあ
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るので、逆に言えば、一人一人の受け持ちの世

帯を減らして、手当もその分減らしていただい

て、人数をふやすなりしないと、200世帯という

と相当負担が大きいんじゃないかと思うんで

す。市町村からそういうあたりの意見はないん

ですか。

○阿南福祉保健課長 現在のところ民生委員の

数については、３年に１回の改選時にそれぞれ

協議して増減を行っております。その時点でお

話がある市町村もございます。

○十屋委員 私の区なんかは、御主人が区長を

されて奥さんが民生委員をされて、御夫婦で地

域のお世話を一生懸命されているんです。そし

て仕事の量が、民生委員さん、民生委員さんで

何でもかんでもおりてくるので、そこの負担感

が増してなり手がいらっしゃらないというのが

現実です。多分、市町村も手を挙げたいけれど

も、やはり財政上の問題で挙げないんじゃない

かと思うので、こういうあたりはもう少し細か

く―これから高齢者がふえていけばなおさら

なり手が少なくなるし、お世話する方は逆にふ

えるしと、反比例していくと思うので、各市町

村と連携をとっていただいていつのときかでも

検討していただければと思います。これは意見

としてお話をさせていただきます。

それから、もう一つは、専用水道の権限移

譲。これはえびの市さん。えびの市さんはたく

さん権限移譲を受けていますけれども、先ほど

お話を聞き漏らしたと思うんですけど、101人以

上の方が利用する施設を指導監督するというこ

とで、県内に38カ所、えびの市は１カ所という

説明があったと思うんですが、これは他の市町

村はどういう状況なんでしょうか。受けている

ところがあるのか。

○船木衛生管理課長 今回えびの市さんが移譲

を希望されたということで、移譲を受けている

のはえびの市さんだけです。委員会資料の25ペ

ージに、水道法というのが下から２段目に書い

てございますけれども、今回の２次一括法の施

行に伴いまして、専用水道や簡易専用水道の指

導監督等につきましては、平成25年の４月１日

に市に移譲される事務となっておりますので、

１年早く移譲を受けられたということでござい

ます。各市町の専用水道設置の38の内訳でござ

いますけれども、宮崎市が３、都城市が14、延

岡市が６、日南市が３、小林市が３、日向市が

１、串間市が２、えびの市が１、三股町が１、

国富町が１、綾町が１、美郷町が１、五ヶ瀬町

が１の、トータルで38となっております。以上

です。

○十屋委員 先ほど私が言った専用水道の101人

以上が利用する施設というのは、例えば温泉と

か飲食業とかそういうことで理解していいんで

すか。そこのところを聞き漏らしたと思うんで

すが。

○船木衛生管理課長 専用水道とは、具体的に

は、寄宿舎、療養所、病院とか、そういうとこ

ろが自家用の水道という形で101人以上が利用す

る。あるいは１日の給水量が20トン以上の給水

能力がある自家用の水道のことを言います。

○十屋委員 今回、権限移譲がたくさん出てい

るんですが、特別に県のほうからどうですかと

いうお誘いをしたんでしょうか。今までこんな

に一遍に出てきたかなと。全体的に多いように

思うんですけれども。

○阿南福祉保健課長 権限移譲につきまして

は、県のほうから、平成23年７月現在で2,670事

務について対象事務として上げております。今

回出ておりますのは、市町村数でいいますと25

市町村、17法令、258事務が移譲されるというふ
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うに上がっております。累計しますと86法

令、1,250事務ということで、移譲される事務に

ついては、先ほど言いましたメニューの中から

それぞれ必要なものを各市町村が選択して選び

ますから、年によって移譲数は異なってきてお

ります。昨年が８法令・62事務、一昨年が30法

令・326事務と、ばらつきがかなりございます。

以上であります。

○十屋委員 福祉保健部とすれば、これだけ上

がってきたのは、今まで手を挙げてなかったの

が挙がってきたので、ことしが特別多いという

わけでもないんですね。

○阿南福祉保健課長 年によって移譲する事務

内容も毎年見直していきますので、それによっ

て増減が必ず出てくるという状況であります。

○十屋委員 毎年ずっと出していけば、メニュ

ーとしては当然ふえていきますよね。その中で

選ぶ側の市町村が自分のできる仕事をとってい

くわけですけれども、去年はなかったけど、こ

としはそれがメニューとして入ってきたから、

それを市町村が自分のところで仕事をしましょ

うというふうに選んできているという状況です

ね。

○阿南福祉保健課長 委員が言われましたよう

な状況もございますし、市町村数がふえていく

というケースもございます。３市町に移ってい

たものが、別の市が手を挙げて４つにふえると

いう場合もあります。

○清山委員 地域医療再生基金の拡充分が30億

円の内示があったということで、最初の要求額

幾らに対して30億なのか。そして、どういった

事業がどの程度、当初要求から縮小せざるを得

なくなったのか。答えにくい部分は結構ですけ

れども、お伺いできれば。

○緒方医療薬務課長 今回の拡充分につきまし

ては、当初43億4,800万円の要求をしておりまし

た。内示をいただきましたのが30億1,000万円で

ございます。この中には基礎額と加算額という

のがございまして、基礎額は10分の10でいいで

す。加算額は２分の１事業主負担をしてくださ

いという制度です。基礎額の15億円分について

は満額いただいておりますけれども、加算額

が15億になりますので、加算額の内示が約53％

という状況になっています。基本的には基礎額

は満額いただいておりますので、当初予定して

いたがん対策とか心筋梗塞対策、そういう事業

はできると思っております。加算額につきまし

ても、中身が主に機器の整備が中心でございま

したので、各要望いただいたところといろいろ

と協議調整をいたしまして、金額的には落ちて

おりますけれども、何らかの形で事業実施はで

きるのではないかと思っているところでござい

ます。

○清山委員 わかりました。２ページの災害時

医療体制についてお伺いしたいんですけれど

も、災害拠点病院へ衛星電話や医療資機材を整

備すると書いてありますが、対象となるのは県

内の全災害拠点病院ですか。災害拠点病院以外

も、例えば災害医療の連絡網として官公庁舎に

設置するとか医師会に設置するとか、そういう

こともあるんでしょうか。

○緒方医療薬務課長 今回の衛星電話の設置

―アンテナ設置型と書いてありますけれども

―これは11災害拠点病院全部に設置していき

たいと思っております。応急用の医療資機材の

整備につきましては、既に整備ができている災

害拠点病院もありますので、要望をとりまし

て、予定では５病院の整備を支援していくとい

う状況になっております。ほかに、防災無線と

かそういうものにつきましては、市郡医師会病
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院にも設置できないかということで、消防保安

課のほうと今協議をさせていただいている状況

でございます。それと、衛星電話につきまして

は、県庁のほうにも設置する方向で今検討して

いるところでございます。

○清山委員 ありがとうございます。最後に、

条例改正と直接的には関係ないんですけど、感

染症対策審議会の条例改正がありましたが、そ

れに関連して。感染症対策審議会はいつ開かれ

るんですか。

○日高感染症対策室長 感染症対策審議会につ

きましては、前回は22年の８月11日に開催して

おりまして、新型インフルエンザ対策の全体を

まとめた報告をしております。今年度はまだ開

催しておりませんが、新型インフルエンザ対策

の行動計画を今改定しておりまして、その行動

計画内容等を審議していただく予定で進めてお

ります。時期につきましては１月から２月まで

には開催することになると考えております。

○清山委員 単純な質問なんですけれども、県

内では、この間、髄膜炎菌性髄膜炎の問題が小

林で発生して、ＨＩＶ感染者が結構ふえてい

て、そして、ポリオの不活化ワクチンの問題も

神奈川県では単独で実施されたりしましたけれ

ども、そうしたインフルエンザ以外の感染症も

議題に上がるんでしょうか。

○日高感染症対策室長 現在、私どもが抱えて

おりますもろもろの議題等につきましても、概

要等を含めて報告させていただきたいと考えて

おります。

○太田委員 資料の２ページのところで、ＤＭ

ＡＴ支援事業。これは病院はどこというのはも

う確定しているんでしたかね。

○緒方医療薬務課長 現在、ＤＭＡＴは６病院

９チームあります。基本的には、現在の９チー

ムに対して、必要なところについて携帯できる

衛星電話を持たせる形での整備をしていきたい

と思っております。

○太田委員 ６病院の名前を教えてください。

○緒方医療薬務課長 宮崎大学が２チーム、県

立宮崎病院が２チーム、県立日南病院が２チー

ム、都城市郡医師会病院と平田東九州病院、都

城にあるメディカルシティ東部病院、これがそ

れぞれ今現在１チームずつ持っているというこ

とで、９チームでございます。

○太田委員 今度は５ページの例の民生委員の

関係なんですが、最後のところに参考というの

がありますね。どういうふうに考えるかという

ことですが、都道府県知事が市町村の区域ごと

に市町村長の意見を聞いて定めることになって

いるというのは、移譲後もこの考え方は生きて

いきますよ、このとおりやりますということな

んですか。それとも、現行はこういうふうに市

町村の意見を聞いていたので、これを取っ払っ

て、えびの市で判断してくださいということな

んですか。この参考というのは生きるんです

か。

○阿南福祉保健課長 権限移譲前は、民生委員

法第４条の規定によりまして、都道府県知事が

市町村の意見を聞いて市町村ごとの委員定数を

決めておりましたが、移譲後は、市町村が単独

で委員定数を決めることになります。

○太田委員 ということは、この参考というの

は移譲後は必要なくなるということですね。

○阿南福祉保健課長 えびの市には必要なくな

りますが、先ほど申し上げましたように、予算

等の関係もございますので、事前協議していた

だいて、十分協議した上での数というふうに考

えております。

○太田委員 15ページのこども家庭課のところ
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でありますが、例の指定管理の関係。文化コー

ポレーションが引き受けたということですが、

文化コーポレーションというのは、本来の業務

はどういう仕事をされているんですかというこ

とと、２位の人が282点を取っていますが、会社

名を公表していいのなら、どこだったのかを教

えてほしいと思います。

○阿南福祉保健課長 株式会社文化コーポレー

ションは、ビル総合管理業務、人材サービス業

務、アウトソーシング業務を行っておりまし

て、資本金が1,000万円、職員数が1,228名でご

ざいます。そして、２位につきましては、有限

会社ライフリッチという会社でございます。ラ

イフリッチの点数が低い理由でございますけれ

ども、ライフリッチは従業員数が３名でござい

まして、管理業務を行う職員は、指定管理を受

けた後に、これから採用を行うということが

あった点、それから、第２次審査のプレゼンテ

ーションで児童交通遊園の提案はありましたけ

れども、指定管理本来の業務である施設の運営

管理についての提案が少なかったことから、こ

のような点数になったところであります。

○太田委員 わかりました。宮崎県福祉総合セ

ンター、県立母子福祉センターということです

から、福祉の感覚を持った方等が落とされるの

が当然かなと思われて。あとの指定管理は視覚

障がい者の方とか聴覚障がい者の方が受けてお

られるから、その関連はあって妥当なんだろう

と思いますが、この総合センター、母子福祉セ

ンター等については、福祉の経験があるところ

あたりというのも将来出てくるのかなという感

じがいたしました。そういう会社であるという

ことですね。

あと２つ、予算上のことを聞きたいと思いま

す。歳出予算説明資料の23ページ、こども家庭

課の分ですけれども、民間児童福祉施設耐震化

機能整備事業、基金を活用してということであ

ります。対象の施設は何カ所かあるんですか。

それとも１カ所と決められておるんですか。

○古川こども家庭課長 今回の１億2,000万円に

つきましては、３施設でグループケアを４カ所

つくります。

○太田委員 ３施設というと、どこが経営主体

なんでしょうか。

○古川こども家庭課長 現在考えております児

童養護施設につきましては、１つが青島学園で

す。もう１つが都城の有隣園です。そして川南

の金鈴学園になっております。

○太田委員 わかりました。最後にします。歳

出予算説明資料（議案第36号）の５ページ、医

療薬務課のところで、ＤＭＡＴ関係の説明のと

ころがありますが、災害時救急医療体制基盤整

備事業では、国２分の１、事業主体２分の１、

国２分の１、県２分の１というような表示であ

ります。これは入り込んだ何かがあるんだろう

と思いますが、事業主体というのは先ほど説明

された災害拠点病院のことですか。事業主体の

意味と、２分の１、２分の１というのがあるも

のですから、部分的なあれなんだろうと思いま

すが、説明をお願いします。

○緒方医療薬務課長 この災害時救急医療体制

基盤整備事業の国の制度は、国が２分の１、事

業主体が２分の１という制度です。その中で、

衛星電話の整備につきましては緊急度が高いと

いうことで、県としましては、事業者の２分の

１の分を今度の拡充分の基金を充てて、10分

の10で補助をすることによって、災害拠点病院

全部に持ってもらうという方針で臨みたいと

思っております。応急用医療資機材につきまし

ては、対象が５病院ですけれども、既に持って
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いるところもありますので、これについては国

の制度どおり、国が２分の１、事業主体２分の

１という形での取り扱いにしたいということで

ございます。

○野﨑障害福祉課長 先ほど井本委員から御質

問のありました、視覚障害者センターと聴覚障

害者センターの随意契約時の委託料についてで

ございますが、視覚障害者センターが2,657

万2,000円、聴覚障害者センターが2,579万4,000

円になっております。以上でございます。

○井本委員 さっき太田委員が質問した歳出予

算説明資料の23ページですが、民間福祉施設と

いうと宮崎でどのくらいあるんですか。

○古川こども家庭課長 児童養護施設は宮崎県

に９カ所ございます。

○井本委員 耐震化は、そのうち何カ所済んで

おるんですか。これだけですか。

○古川こども家庭課長 耐震化のほうは進んで

いるんですけど、９カ所のうち、グループケア

ができますのが８カ所になります。

○井本委員 民間の施設で自分たちの持ち出し

分もあるわけですか。

○古川こども家庭課長 一応この基金を使いま

して、県もその中に入れているんですけれど

も、事業者負担が４分の１になっております。

○黒木委員長 議案に関してほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 ないようですので、次に、報告

事項について説明を求めます。

○阿南福祉保健課長 福祉保健課から、損害賠

償額を定めたことにつきまして御報告いたしま

す。

平成23年11月定例県議会提出報告書を御用意

ください。報告書の青いインデックス、別紙１

のところ、ページで申しますと３ページをお開

きください。損害賠償額を定めたことについて

であります。福祉保健部の関係は、３ページの

下から２番目の県有車両による交通事故と４ペ

ージにあります県有車両による交通事故の２件

であります。

３ページにお戻りください。まず、下から２

番目の県有車両による交通事故について御報告

いたします。

本件は、平成23年６月７日に、延岡市内の公

道で発生したものであります。県有車両が路肩

に一たん停止して道路に面した薬局の駐車場へ

バックで車を入れようとした際、後方から追い

越してきた相手方車両の左側の後方のドアに県

有車両の前のバンパーの右側が衝突したもので

あります。事故の原因は、双方の運転手が安全

確認を怠ったことによるものであります。損害

賠償額は17万6,400円であり、全額相手方の車両

修理に要した費用で、すべて県の加入する任意

保険により支払われております。専決年月日は

平成23年10月24日であります。

次に、４ページをごらんください。同じく県

有車両による交通事故であります。

本件は、平成23年７月13日に高鍋町内の農道

で発生したものであります。県有車両（動物愛

護車）が、犬の駆除現場へ向かう途中、道を間

違えたのに気づきまして、一たん停止後、Ｕタ

ーンするためにバックしたところ、後方に停車

していた相手車両に衝突したものであります。

事故の原因は、動物愛護車には荷台にホロがか

かっており、後方が見えにくいということもあ

りますが、県有車両の運転手が十分な安全確認

を怠ったことによるものであります。損害賠償

額は50万496円であり、相手方の治療代３万496

円及び相手方の車両の修理に要した費用47万円
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で、全額を県の加入する自賠責保険及び任意保

険により支払われております。なお、専決年月

日は平成23年10月24日であります。

賠償額を定めたことについての報告は以上で

あります。

○黒木委員長 報告事項に関する説明が終わり

ましたが、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 ないようですので、次に、その

他の報告事項について説明を求めます。

○阿南福祉保健課長 福祉保健課からその他の

報告をさせていただきます。厚生常任委員会資

料の21ページをごらんください。

１、「地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律」の成立に伴う福祉保健部の取り組み

につきまして御説明させていただきます。

まず、１の概要についてであります。この法

律につきましては、地方分権を推進するため

に、国におきまして平成21年12月に閣議決定さ

れました地方分権改革推進計画を踏まえ、関係

法律の整備を行うものであります。

（１）の第１次一括法につきましては、既に

７月の閉会中の常任委員会で御説明をいたした

ところでありますが、繰り返しますと、その主

な内容は、社会福祉施設等の整備運営等に関す

る基準について、根拠規定を現在の厚生労働省

令から都道府県の条例に改める施設・公物設置

管理基準の条例委任であり、今議会におきまし

ては、先ほどこども政策課長が御説明をいたし

ました議案第10号「宮崎県認定こども園の認定

基準に関する条例の一部を改正する条例」を上

程させていただいたところであります。

次に、（２）第２次一括法についてでありま

す。第２次一括法は、平成22年６月22日に閣議

決定されました地域主権戦略大綱を踏まえ、関

係法律の整備を行うもので、平成23年８月26日

に成立、８月30日に公布されたものでありま

す。

その内容につきましては、第１次一括法と同

様、施設・公物設置管理基準の条例委任であり

まして、福祉保健部所管の法律につきまして

は、次の22ページにあります別紙１のとおり、

児童福祉法など８つの法律が対象となっており

ます。

再び21ページにお戻りいただきたいと思いま

す。（２）第２次一括法におきましては、施設・

公物設置管理基準の条例委任に加えまして、都

道府県の事務の権限が市町村へ移譲されること

になっております。その対象となる福祉保健部

所管の法律につきましては、24ページをごらん

ください。別紙２に記載しております理容師法

など17法律、156の事務が市町村へ移譲されるこ

ととなっております。

21ページにお戻りいただきまして、施行日に

つきましては、第１次一括法と同様、平成24年

４月１日ですが、省令の通知される時期により

個別に対応を行うものもあるため、一部につい

ては１年間の経過措置が認められているところ

であります。

２、今後の対応についてであります。（１）

の施設・公物設置管理基準の条例委任につきま

しては、各所管課において、国の省令に基づ

き、関係機関・団体等との協議や利用者等の意

見等を踏まえた上で、順次当該基準に係る条例

案を議会に上程し、御審議をお願いすることと

なります。

（２）の基礎自治体への権限移譲、県の権限

の市町村への権限移譲につきましては、権限を

移譲する市町村に対し、事務説明会の開催や事
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務マニュアルの作成を行い、円滑な市町村への

事務移譲の実施を図ることといたしておりま

す。

説明は以上であります。

○大野長寿介護課長 長寿介護課からは、宮崎

県高齢者保健福祉計画の策定について御説明い

たします。

常任委員会資料の27ページをお開きくださ

い。２、宮崎県高齢者保健福祉計画の策定につ

いてであります。

まず、１、計画策定の根拠についてでありま

す。本計画は、老人福祉法と介護保険法に基づ

く２つの計画を一体のものとして策定するもの

であります。高齢者保健福祉計画はすべての高

齢者を視野に入れた計画であり、介護保険事業

支援計画は市町村が行う介護保険事業の支援に

関する計画でございます。真ん中あたりに米印

がございますが、県計画の介護サービスの必要

量の見込み値は市町村計画の積み上げになりま

して、これに沿って必要となる施策等の支援を

行うことになります。なお、市町村におきます

介護事業計画はまだ策定作業中でございまし

て、これに加え、国においても介護報酬の決定

等がまだなされていないという事情もございま

して、最終的な調整ができておりません。した

がいまして、本日御説明する数値等につきまし

ては、今後変更となる可能性があるということ

をあらかじめ御承知置きいただきますようお願

いいたします。

次に、２の新たな計画の期間でありますが、

平成24年度から26年度の３カ年を対象にしてお

ります。

28ページをお開きください。今後のスケジュ

ールについてでございます。本日説明します素

案につきましては、12月中旬からパブリックコ

メントを開始し、１月にあります閉会中の厚生

常任委員会で最終案を御説明させていただき、

最終的には２月定例議会に議案として提出させ

ていただくことにしております。

それでは、次期計画（素案）の概要について

御説明いたします。

資料が多くて大変恐縮でございますが、お手

元に、かなり分厚い冊子で宮崎県高齢者保健福

祉計画（素案）と、概要と書いてある薄いもの

があろうかと思います。申しわけございません

が、概要版のほうで御説明させていただきたい

と思います。

概要版の１ページをお開きいただきたいと存

じます。ポイントを絞って説明させていただき

ます。

２、高齢化等の状況についてでございます。

まず、（１）人口の推移でございますが、本

県人口は、平成８年をピークに緩やかな減少傾

向にありまして、23年10月現在で113万人余と

なっております。一方、高齢者人口は年々増加

を続けており、23年10月現在で29万人余、高齢

化率25.9％に達しておるところでございます。

２ページをお開きください。グラフが入れてご

ざいまして、本県の高齢者人口の推移でござい

ます。平成27年には高齢化率が30％に近づく

と。現在、４人に１人が高齢者、それが27年に

は３人に１人が高齢者といった推計がなされて

おるところでございます。

（２）世帯の状況でございますが、平成22年

の一般世帯45万9,000余のうち、高齢世帯は16

万1,000世帯余でございまして、昭和60年の2.6

倍に増加しております。同じく高齢世帯の内訳

を見てみますと、夫婦のみの世帯が2.4倍に、単

独の世帯が2.9倍というぐあいに増加していると

ころでございます。
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次に、４ページをお開きください。前のペー

ジから引き続き、（３）要支援者及び要介護者

の状況のうちの②要支援・要介護認定者の状況

でございます。平成23年８月現在で５万1,868

人、このとき要介護認定率が17.3％でございま

す。26年度には６万739人、18.7％に増加すると

推計されているところでございます。次の③介

護サービス利用者でございます。平成23年８月

時点で合計４万3,992人でございますが、26年度

には５万424人に増加するというぐあいに推計さ

れておるところでございます。

次に、６ページをお開きください。３、計画

策定の基本的な考え方についてでございます。

まず、（１）宮崎県総合計画「未来みやざき創

造プラン」についてでありますが、本年３月に

策定したこの計画におきましては、８つある長

期戦略の一つとして健康長寿社会づくり戦略が

位置づけられておりますので、これに沿ってこ

の計画も見直しを行うこととしております。そ

の内容でございますが、何歳になっても健康な

生活を送ることができるよう、健康づくりや介

護予防に取り組むこと、高齢者を社会活力の担

い手として積極的に位置づけ、いつまでも働く

ことができる職場環境づくりや地域社会に貢献

できる多様な活躍の場づくりを進めることなど

でございます。

（２）が地域包括ケアの推進と書いてござい

ますが、今般の介護保険法改正によりまして、

高齢者が可能な限り住みなれた地域で、その有

する能力に応じ自立した生活を営むことができ

るよう、介護、介護予防、医療、生活支援、住

まいの５つのサービスを一体的に提供すること

とされておりまして、こうした考え方を踏ま

え、必要な見直しを行うこととしております。

７ページをごらんください。４、目指すべき

施策の方向であります。３つの柱を定めており

まして、まず、（１）でありますが、要介護者

の増加等に適切に対応した介護サービス基盤の

整備を図るため、居宅サービスを初めとする介

護サービスを充実するとともに、療養病床再編

への対応も進めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、（２）でありますが、介護サービスの

資的向上を図るため、介護人材に対する研修や

相談体制の充実、サービス情報の提供等に努め

ることとしております。

８ページをお開きください。（３）でありま

すが、介護予防、生活習慣病等の予防の推進を

図り、何歳になっても健康な生活を送ることが

できるよう、介護予防、生活習慣病予防等に取

り組むこととしておるところでございます。

（４）でありますが、増加する認知症高齢者

の支援策の充実を図るため、予防体制の推進、

相談体制の整備、認知症疾患の保健医療の向上

などに努めることとしております。

（５）でありますが、地域包括ケアの推進を

図るため、在宅の高齢者などを支える介護、介

護予防、医療、生活支援、住まいの質のサービ

スが切れ目なく継続的に提供されるよう、地域

包括ケアネットワークの構築、介護と医療の連

携、高齢者の住まいの整備などに努めることと

しております。

10ページをお開きください。最後に（６）で

ございますが、元気な高齢者も増加することを

踏まえまして、高齢者が活躍する社会の推進を

図るため、シニアパワーの活用と多様な社会参

加の促進などに努めることとしております。

次に、11ページをごらんください。ここから

は各介護サービスの必要量の見込みでございま

す。最終的には圏域別に定めるところでござい
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ますが、まだ数字が大きく動いている関係もご

ざいまして、県下全域の分をトータルして計上

させていただいております。基本的にこの数値

は、介護保険を運営する保険者である市町村の

見込み量を積み上げたものでございます。右側

に22年度実績も記載しておりますので、参考に

していただければ幸いに存じます。

まず、１、居宅サービスでございますが、い

ずれのサービスも増加傾向にあります。特に基

本的なサービスであります通所介護、訪問介護

等が大きく伸びているほか、在宅医療の必要性

を反映しまして、訪問リハビリ、居宅療養管理

指導も伸びる見込みとしております。住宅型有

料老人ホームにつきましては、介護保険上は居

宅扱いになりますことから、これらに入居され

ている方の訪問介護、通所介護等の分もこの表

に含まれるということになります。

12ページでございます。地域密着型サービス

であります。基本的には市町村の区域の中でや

るサービスでございますので、このサービスを

受けられるのは当該市町村の方だけということ

になるサービスでございます。法律の改正によ

りまして、来年４月から開始されることになっ

ております定期巡回・随時対応型訪問介護看

護、それと複合型サービス、この２つにつきま

しては、運営基準等や介護報酬の額等がまだ示

されていないこともございまして、今期の計画

で見込んでいる市町村は今のところございませ

ん。これ以外のサービスにつきましては増加傾

向にあり、特に認知症を対象とするサービスの

伸びが大きくなっているところでございます。

３が要支援者に対する介護予防サービスでご

ざいます。おおむねいずれのサービスも増加傾

向にございまして、特に通所介護の伸びが大き

くなっているところでございます。

最後に、13ページでございますが、施設・居

住系サービスの必要入所（利用）定員総数の見

込みについてでございます。これにつきまして

は施設関係でございますので、定員数が把握で

きるということで、右側の参考数値につきまし

ては23年度末の分を記載しておりますので、参

考にしていただけたらと思います。

まず、介護老人福祉施設、いわゆる特別養護

老人ホームのことでございますが、トータ

ル5,620、538床の増という計画でございます。

介護老人保健施設でございますが、最終的

に3,384床、100床の増。そして認知症対応型共

同生活介護、いわゆる認知症グループホームの

ことでございますけれども、最終年度で2,424

で、216床の増が見込まれているところでござい

ます。

なお、介護療養型医療施設につきましては、

法律上廃止することになっているわけでござい

ますが、廃止期限が６年間先送りされたことも

ございまして、次期減少幅は168ということで見

込まれております。この減少する分につきまし

ては、介護老人福祉施設等に転換されるという

ことで見込まれているところでございます。

私のほうからの説明は以上でございます。

○黒木委員長 その他の報告事項に関する説明

が終わりましたが、質疑はありませんか。

○太田委員 ２つほどお尋ねいたします。委員

会資料の21ページに権限移譲関係があります

が、第２次一括法によってこのように変わりま

すという説明がありまして、別紙１、別紙２に

書いてあるところで、条例委任、権限移譲によ

る部分、２つ書いてあるわけです。今まで条例

で移譲してきた分、これまでやってきた分につ

いては別紙１の扱いに全部なるということでい

いですか。説明では、別紙２のほうは法令で委
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任されたからということだったんですが、これ

まで条例で移譲していた分はこの別紙１のとこ

ろに全部入るということですか。過去やってき

た分。

○阿南福祉保健課長 条例委任分については、

これからそれぞれ所管課が条例を制定していく

ことになります。次の御質問の基礎自治体への

権限移譲分につきましては、事務処理特例条例

との関係がございますけれども、一括法による

市町村への権限移譲により、都道府県知事の権

限に属する事務が市町村長の権限に属する事務

になるものにつきましては、事務処理特例制度

の対象外となりますことから、事務処理特例条

例に規定している移譲事務や法令移譲先の市町

村の削除を行うことが必要となってまいりま

す。

○太田委員 そういうことだろうと思うんです

が、私も質問したものだから。結局、法令によ

る委任は地方交付税で措置されますよと。そし

て条例委任分については、先ほど説明のあった

県が持っている交付措置によって支えていきま

すよということだったので、移譲については今

後この２種類しかできないんだなというふうに

考えていたんです。第２次一括法が８月26日に

成立をしたということで、今まで移譲してきた

分は別紙１の扱い―いわゆる県が交付金を今

後も出していきますよという―に入るんで

しょうねと思って聞きました。

○阿南福祉保健課長 別紙２の分については、

市町村が希望するしないにかかわらずすべてお

りていきます。これは今度新しく定められたも

のでございますから、今までに事務処理特例条

例でおりていた権限については、条例を削除し

てこちらに移行されるというふうになります。

○太田委員 わかりました。最後にもう一つ。

長寿介護課が概要版で説明された分ですが、最

後の13ページのところ、施設系の今後の利用定

員の見込みが出されています。増加傾向にある

ということは、簡単に言えば、例えば介護老人

福祉施設をふやすのか。ベッド数をふやすこと

だけで考えられているのか。将来ふえていると

いうことは、施設もふやすこともあり得るとい

うことなんでしょうか。

○大野長寿介護課長 おっしゃる部分もあろう

かと考えております。基本的には地域包括ケア

ということで、在宅で生活したいとおっしゃる

方が多いと思います。それの限界点を引き上げ

るというのが大きな仕事だと思いますので、例

えば訪問介護でございますとか通所介護は充実

していきたいと。ただ、特に単身世帯等が多く

なってきておりますので、そういった方々は、

頑張られてもどこかの時点では施設に入らざる

を得ないだろうというのがございます。そう

いった分については施設を拡充して対応してい

くことになろうかと思います。

○井本委員 この計画を策定するのは、国か何

かの動きに動かされてつくるわけですか。それ

とも５年過ぎたらということでやっておられる

わけですか。

○大野長寿介護課長 これは法律に基づく計画

でございまして、義務づけがされているという

ことで、３年計画を随時更新していきなさいと

いう形になっております。更新の際に国のほう

で、介護保険法の改正等を踏まえて指針が示さ

れますので、基本的にはそれに従ってやってい

くことになります。ただ、実際問題として、そ

の地域に要介護の人がどれだけいらっしゃる

か、それがどれだけふえるか。その人たちに対

して施設がいいのか居宅がいいのかというの

は、国、県では把握できませんので、そこら辺
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は、実態的に市町村のほうがニーズ調査を踏ま

えた上でこういう経過になるということでござ

います。

○井本委員 有料老人ホームは居宅型の中に

入っておると言っていましたね。我々から見れ

ば、あれは居宅型というより、どちらかという

と施設に入っている感じがするけれども、その

辺は県計でやるときも分けて書かんとぴんとこ

ないところがありますよね。民間から出てきた

知恵であんなことになったんだろうと思うけれ

ども、あれに対してももう少し充実させていか

んといかんのじゃないかという気がするんで

す。本当のことを言って、公的な老人ホームだ

けでは賄い切れんということはわかっているわ

けです。ああやって民間の知恵で出してきたも

のに対してはもうちょっと充実させていかにゃ

いかん。

それと同時に、家でどうしても面倒を見な

きゃいかん人も結構おりますね。うちのおやじ

なんかも絶対入りたくないと言って家におるん

だけど、そうすると家の者たちは本当に大変

で、その人たちをどういうふうにさせていくか

ということも考えにゃいかん。介護保険が始

まったとき、自分の家で年寄りを見るときに、

その人たちに直接お金を出したほうがいいん

じゃないかという話も我々は随分やった。老人

ホームに預けると１カ月40万近くかかるという

わけでしょう。だったら、仕事をやめてでも、

子供に20万ぐらいあげたほうがもっと安く上が

るんじゃないのという話も随分やった。

家で見るときは、それこそ一人がつきっきり

でも足らん。老人なんか夜中も徘回するから２

～３人で見ておかにゃいかんわけだから、その

辺のことも考えにゃいかん。それは国に言わな

きゃしようがないのかもしれんけれども、県か

らも、自宅のほうで面倒を見ている人たちのこ

とも、金のかからんやり方ということを考えれ

ば、そのほうがいいんじゃないのか。そちらの

ほうにお金を払ったほうがいいんじゃないのか

なと思ったりもするんだけど、そういう大きな

流れというのはどうなっているんですか。

○大野長寿介護課長 まず先に、有料老人ホー

ムでございますけれども、これは制度が非常に

わかりづらいということでございまして、私も

説明するのにいつも苦労するんでございます

が、介護つきがあったり、住宅型があったりと

いうことで非常にわかりづらいという点は、今

後整理されていかんといかんのかなと思ってお

ります。

もう一つ、今の基本的な考え方というのは、

介護する側はまた別なんでしょうけれども、本

人目線で考えた場合には、やっぱり自宅にいた

いよねと。それのための支援をどうしていくか

ということが大きな課題だろうと。それを踏ま

えて、今度の法改正でも、定期巡回型―24時

間対応しますという訪問介護等―が出てきた

んでございますけれども、今のところ、県内の

状況を見ますと、意外と遠慮されるというの

か、例えば訪問介護でも夜間対応できるように

なっておるんですけれども、夜間の利用は意外

と少ないんです。それは夜に人が来るのを嫌

う。それと自宅に来られると周りの目がうるさ

いというようなことがございます。デイサービ

スだったら喜んで行かれるんですけれども、自

宅に来られるというのは、意外と世間の目を気

にして遠慮されるという実態がございます。だ

から、基本的にはここら辺の考え方を改めて、

意識を変えていかんといかんと。当然こうした

サービスを利用されるのは、保険料を納めてい

る以上、権利でございますので。ただ、そこら
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辺がどうもいま一つしっくりしていないという

感はございます。

基本的な方向は、やはり在宅あるいは地域で

生活できると。ただ、先ほど申し上げましたよ

うに、介護する人がいないという単身世帯が今

後ふえてまいりますので、そういった人たちの

対応は有料老人ホームなり、あるいは今度国土

交通省のほうと共管で出ておりますが、高齢者

住まい、こういったものを充実して対応せざる

を得ないのかなと考えております。

○清山委員 この高齢者保健福祉計画について

素案のほうを読ませてもらったんですけれど

も、施設サービス中心にお伺いしたいんです

が、今のお話とも関連するんですけれども、最

終年度には我が県でも高齢者が２万数千人ふえ

ていって、今後数十年は高齢化率は増加を続け

ると。そうした中で、今、課長がおっしゃった

のが、理想としては在宅と言われました。よく

そういう説明を受けることはあるんですけれど

も、例えば32ページ、施設サービスというとこ

ろに基本的な考え方が書かれているのかなと

思ったんです。32ページの一番下の丸に、保険

財政の安定的な運用を図るとともに、保険料負

担の急激な増加を避けるために、影響の大きい

施設・居住系サービスの整備については、廃止

される介護療養病床の定員枠を基本とし、とい

うふうに、結局、財政的な部分で負担を賄い切

れないから、施設サービスの―特に介護保険

施設のこれ以上の拡充は望めないというのが実

態、本音なのかなと思うんです。居宅サービス

をというのは、トップダウン的に国や行政側か

ら無理に利用者の意向を無視して押しつけるも

のでもないし、自分の家に介護ヘルパーの方が

入るのを嫌がられる人もいる。この間ニュース

になったのは、宮崎県内でも独居老人がどんど

んふえてきていると。さまざまな手は打ちなが

らも、施設サービスの需要もどんどん増えてい

くのかなと感じているんです。

それで確認したいんですけれども、厚生労働

省の方針でどうにもならないところがあるとは

思うんですが、41ページに施設サービスという

ものが書かれています。介護療養型医療施設は

平成29年度末までに廃止されるため、今後、老

人保健施設等へ転換されると。そして、次のペ

ージの平成24年、平成25年、平成26年の計画で

すが、これはつまり、介護療養型医療施設

の1,173が平成29年度までにゼロになっていくと

いう方針でいいんですよね。そして、介護老人

福祉施設、いわゆる特養が5,369から5,620に

なっていって、再編分は療養病床からの転換等

に係る定員数と書いてありますけれども、基本

的に、療養型医療施設を減らしていく分が、介

護老人福祉施設や介護老人保健施設に転換され

ていくと理解してよろしいんでしょうか。

○大野長寿介護課長 まず、概要版の13ページ

の表で御説明いたします。介護療養型医療施設

は、今お話がありましたように６年後には廃止

されると。今の法律上の条文がそうなっている

ということでございます。ただ、これは揺れ戻

しが相当ございますので、最終的にそうなるか

どうかよくわからないところはございます。法

律の文面上はそうなっておりますので、計画を

立てる際には縮減していくということで立てて

おります。ただ、６年ありますことから、26年

度までに介護医療施設をやめるのが、再編分の

ところに書いてございます168でございまして、

その分要介護者の受け皿がなくなるわけでござ

いますので、我々としては、その分は介護老人

福祉施設と、この場合ですと認知症対応型共同

生活介護（グループホーム）に転換して帳じり
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を合わせたいということで、病院には働きかけ

るということでございます。

ところが、介護老人福祉施設のところを見て

いただきますと、23年度度末で5,082床ございま

すが、介護老人福祉施設については5,620。

約600近くふえる。その一部、150だけが転換分

ということで、純増分は見込んでおります。今

の計画は、介護療養病床の転換という問題が

あってそれに特化した計画だったものですか

ら、18床の純増しかなかったんです。それを踏

まえまして、今回はさすがにそれじゃ耐えられ

ないということでそれぞれ市町村が上げてきた

ということだろうと思います。基本としては、

介護療養病床が減る分をほかのところに持って

いくというのが一つ。それと、必要に応じて整

備していくというのが一つということになろう

かと思います。

○清山委員 ちょっと安心したというか、純増

として450程度は増加を計画していく、整備して

いくという理解でいいんですね。確認です。

○大野長寿介護課長 今期の計画で増を見込ん

でおるのが、介護老人福祉施設の分で538増の予

定でございます。そのうち150が転換分でござい

ますので、それを差し引いた数、388が純増分と

いうことになります。

○清山委員 ありがとうございます。なかなか

保険財政大変なんですけれども、現場では施設

が足りないとか―実際そのために有料老人ホ

ームのニーズがあるんでしょうけれども―そ

うした現場の状況も踏まえて計画をしていただ

きたいと思います。

○黒木委員長 ほかに質疑はありませんか。

それでは、ないようですので、次に移りたい

と思います。

請願の審査に移りたいと思いますが、請願第

８号について執行部からの説明はありますか。

○和田健康増進課長 特に説明はございませ

ん。

○黒木委員長 委員の皆様、特に質疑、御意見

はないでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 その他、何かありませんか。

○十屋委員 認定こども園のところで、きょ

う、朝のラジオか何かで、厚生労働省と文科省

のやつを内閣府に一元化するような話があった

んですが、そういうようなお話で国から何か来

ていますか。

○川野こども政策課長 今、国のほうで検討さ

れている子ども・子育て新システムの所管につ

いて、12月６日に国のワーキングチームの会合

がありまして、その中で示された内容でござい

ます。当初は国の一元化ということであったん

ですけれども、当面は、内閣府が所管する分

と、従来の幼稚園は文科省、そして当面残る保

育所については厚生労働省という形で一部事務

が残っていくというお話が新聞には掲載されて

いたと思います。

○十屋委員 ということは、今までと余り変わ

らないということでいいんですか。

○川野こども政策課長 こども園という総称が

できまして、その中に、認定こども園みたいな

形で保育と教育が一体的に行われる総合施設。

当初は、幼稚園も保育園も全部総合施設になる

という話になっていたんですけれども、議論が

進む中で、幼稚園として残りたい部分について

は幼稚園としての制度も残るし、保育所につい

ては総合施設に将来的には移行するという話も

ありますけれども、当面は総合施設と保育所と

幼稚園という形が残っていく。総称してこども

園で、給付のやり方がこども園給付という、給
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付の一元化も今検討されているところでござい

ます。施設としては、幼稚園が一部残ってくる

というのは今回示されたところでございます。

○十屋委員 余りよくわからないんですけれど

も、今まで縦割りでいろいろやってきたのが一

本化されて、財政的なものも含めて、権限も何

もかも一元化されてやられるのが一番いいなと

思っていたんですけど、先行きとしたら、幼稚

園も残るし、保育園も残るし、認定こども園も

あるし、こども園もあるしという、かえって複

雑になってきたのかな。逆にわかりづらくなっ

たなというふうに思ったんです。これからまだ

いろいろ動きがあるということですね。

○川野こども政策課長 年内に法案をまとめて

来年の通常国会に法案が上がるという形になり

まして、その中である程度の方向性が出てくる

のかなと思っております。

○太田委員 公用車による事故等の場合、県が

相手方との折衝をされるところは、保険を掛け

ている会社ということだろうと思うんですが、

そこはどこなんですか。

○阿南福祉保健課長 今回の場合につきまして

は損保ジャパンでございます。自賠責保険につ

いては東京海上日動火災保険でございます。

○太田委員 県全体はそういうところに一本化

されているんですか。

○阿南福祉保健課長 任意保険につきまして

は、損保ジャパンに一本化されていると認識し

ております。

○黒木委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 ないようですので、以上をもっ

て福祉保健部を終了いたします。執行部の皆様

には御苦労さまでした。

暫時休憩します。

午後２時50分休憩

午後２時53分再開

○黒木委員長 委員会を再開いたします。

請願第９号及び請願第10号の審査に移りま

す。

請願第９号「消費税によらない最低保障年金

制度の創設を求める請願」について、及び請願

第10号「無年金・低年金者への基礎年金国庫負

担分3.3万円の支給を求める請願」について、何

か御意見等はございませんか。

○十屋委員 よくわからない部分がいっぱい

あったので、継続していただいて。国のほうも

年金がどうのこうのとか、消費税が何だとか、

これはもっとやらないとわからないと思います

ので、継続審査にしていただければと思いま

す。

○黒木委員長 社会保障と税の一体改革をこれ

から進めようということですね。消費税という

ことになりますと、財源がどうかということも

まだわかりませんし、あとの意見書を求める請

願についても、保険料を払って受け取るという

仕組みがおかしくなるような感じじゃないかと

思うんです。

○十屋委員 払っていない人にも払ってくださ

いということですね。そうすると不公平感が出

てきますよね。

○太田委員 継続という話もありましたから、

私も持ち帰って協議します。

○黒木委員長 特に御意見もないようでした

ら、以上をもって請願第９号及び請願第10号の

審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後２時55分休憩
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午後３時１分再開

○黒木委員長 委員会を再開いたします。

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うこととなっておりますので、あす行

いたいと思います。開会時刻は13時30分とした

いのですが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 それでは、そのように決定いた

します。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 何もないようですので、以上で

本日の委員会を終了いたします。

午後３時１分散会
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平成23年12月８日（木曜日）

午後１時29分再開

出席委員（８人）

委 員 長 黒 木 正 一

副 委 員 長 重 松 幸次郎

委 員 中 村 幸 一

委 員 井 本 英 雄

委 員 十 屋 幸 平

委 員 清 山 知 憲

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 太 田 清 海

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主幹 坂 元 修 一

議 事 課 主 査 佐 藤 亮 子

○黒木委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行います。採決につきま

しては、議案ごとがよろしいでしょうか。一括

がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 それでは、一括して採決いたし

ます。

議案第１号、第７号、第８号、第９号、第10

号、第11号、第18号、第19号、第20号及び第36

号につきましては、原案のとおり可決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 御異議なしと認めます。よっ

て、議案第１号、第７号、第８号、第９号、

第10号、第11号、第18号、第19号、第20号及び

第36号につきましては、原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。

次に、請願の取り扱いについてであります。

まず、請願第８号「災害時などにおける妊婦

と胎児に対する支援の充実に関する請願」の取

り扱いはいかがいたしましょうか。

〔「採決」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 採決との意見がございますが、

お諮りいたします。

この際、請願を採決することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 それでは、請願第８号の賛否を

お諮りいたします。

請願第８号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○黒木委員長 挙手全員。よって、請願第８号

は採択とすることに決定いたしました。

次に、請願第９号「消費税によらない最低保

障年金制度の創設を求める請願」の取り扱いは

いかがいたしましょうか。

〔「継続」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 それでは、お諮りいたします。

請願第９号を継続審査とすることに賛成の方

の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○黒木委員長 挙手多数。よって、請願第９号

は継続審査とすることに決定いたしました。

次に、請願第10号「無年金・低年金者への基

礎年金国庫負担分3.3万円の支給を求める請願」

の取り扱いはいかがいたしましょうか。

〔「継続」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 それでは、お諮りいたします。

請願第10号を継続審査とすることに賛成の方
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の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○黒木委員長 挙手全員。よって、請願第10号

は継続審査とすることに決定いたしました。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

「福祉保健行政の推進並びに県立病院事業に

関する調査」につきましては、閉会中の継続審

査といたしたいと思いますが、御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 御異議ありませんので、この

旨、議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子案についてでありま

す。委員長報告の項目として、特に御要望等は

ありませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時34分休憩

午後１時45分再開

○黒木委員長 委員会を再開いたします。

委員長報告につきましては、昨日いただきま

した御意見、きょうの御意見等を参考にしなが

ら、正副委員長に御一任いただくことで御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、閉会中の常任委員会についてでありま

す。来年の１月26日に予定されていますので、

よろしくお願いいたします。

それから、きのうの委員会で中村委員から、

病院長との意見交換会をしたらということが出

たんですけれども、どのようにいたしましょう

か。

暫時休憩いたします。

午後１時45分休憩

午後１時51分再開

○黒木委員長 委員会を再開いたします。

病院長との意見交換会につきましては、今の

意見を参考にしながら、病院長の意見も聞いて

やるという方向で進めさせていただきたいと思

います。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 何もないようですので、以上を

もちまして委員会を終了いたします。委員の皆

様にはお疲れさまでした。

午後１時52分閉会




